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1. 調査の背景と⽬的 
 新型コロナウイルスの感染拡⼤時のサプライチェーンの⼨断等を踏まえ、サプライチェ
ーンの強靭化の必要性が指摘されている。⼀⽅で、東⽇本⼤震災やタイ洪⽔等の⾃然災害や
⽶中貿易摩擦等の地政学的変化などのリスクイベントに対するサプライチェーンの強靭化
の必要性とその⽅法について、これまでも検討が⾏われてきた。本調査においては、短期及
び中⻑期の対外経済政策の企画・⽴案に資することを⽬的として、企業によるサプライチェ
ーンの強靭化に対する取り組みと政府の政策が企業の⽴地選択に与えた影響に加えて、そ
の前提としてのサプライチェーンの精緻な把握やデジタルテクノロジーを活⽤した可視化
について、⽂献調査およびヒアリングにて調査を実施した。本報告書の構成としては、まず
第２章で多様化について、⾃然災害、地政学的リスク・政策不確実性、感染症といった多様
化をせまるリスクイベントと、企業による多様化の判断およびその規模について整理した。
続く第 3 章では、企業による拠点の⽴地判断に関する研究を調査し、企業の選択に与える
要因の整理を通じて、企業拠点の海外移転と国内移転が⾏われた事例研究における、⽴地判
断要因とその背景状況を⽰した。第 4 章では、各国が政策努⼒として産業の強化と誘致に
積極的に取り組む中、企業⽴地に影響を与えた政策施策の、内容や影響についての事例整理
を⾏い、取り組み施策とそれらへの期待効果について整理を⾏なった。第 5章では、リスク
対応やサプライチェーン全体での効率化獲得の期待、データ共有による全体最適を⽬指す
取り組みへの誘引と課題を整理した。第 6 章では、ブロックチェーンの概要に触れたうえ
で、ブロックチェーンのサプライチェーンへの導⼊における導⼊の要因、効果、障壁につい
て、業種の違いも踏まえて整理した。 
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2. 多様化について 
2.1. 多様化を迫るリスクイベント 
 2019 年末に発⽣した新型コロナウイルス感染症は、世界的に感染を拡⼤し、各国感染拡
⼤防⽌策として⼈と⼈との接触制限、外出制限等の措置を導⼊せざるを得なくなり、その結
果、各国の⽣産活動は停滞し、世界的なサプライチェーンは⼤きく混乱することとなった。 

しかし、このようなサプライチェーンの混乱は今回の新型コロナウイルスの感染拡⼤が
初めてではない。企業に調達先や⽣産拠点の多様化によりサプライチェーンの強靭化を迫
るリスクイベントには、感染症以外にも、⾃然災害や地政学的リスク等が挙げられる。ここ
では、⾃然災害、地政学的リスク・政策不確実性、感染症のそれぞれにおいて、それらリス
クイベントの特性とサプライチェーンへの影響を概観する。 
 
2.1.1. ⾃然災害 
 ⾃然災害は、調達先や⽣産拠点の多様化を迫るリスクイベントの代表的なものである。調
達先の⽣産拠点が被災した場合、代替調達先を確保しない限り企業にとってオペレーショ
ンの継続は困難であり、企業は⽣産拠点の変更や調達先の変更により特定拠点へ集中して
いる状況の軽減を図る。このような⾃然災害には、東⽇本⼤震災や熊本地震等の地震や、タ
イ洪⽔のような⽔災を含む。⾃然災害が局所的に発⽣することから、サプライチェーンへの
影響も⾃然災害が発⽣した地域に局所的に発⽣することとなる。 
 
2.1.2. 地政学的リスク・政策不確実性 
 ⾃然災害と⽐較すると完全な機能不全を⽣じないものの、地政学的リスク・政策不確実性
は競争⼒および持続可能性を担保するため、企業が多様化を促されるリスクイベントの⼀
つである。2018 年に始まった⽶中貿易摩擦においては、中国に⽣産拠点を有する企業が、
⽶国による追加関税の発動を受け⽶国での価格競争⼒を維持するため、他の国・地域への拠
点移転を⾏ったという動きも⾒られた。製造業を中⼼に他のアジアの国 （々台湾、ベトナム、
インド、インドネシア、韓国）やメキシコ、スペイン等に拠点を移管した事例が⾒られた。
同様の事象に、英国の Brexit を受けた外国⾦融機関をはじめとする企業の EUへの移転が挙
げられる。こうしたイベントによるサプライチェーンへの影響は、地政学変化により優位性
の低下した国・地域から他国・地域への移転となる。 
 
2.1.3. 感染症 
 感染症は上述とは異なる種類のリスクイベントとして、新型コロナウイルス感染拡⼤を
機に、広く認識された。新型コロナウイルスの感染拡⼤を受けた国境の分断により、企業は
地産地消や⽣産の国内回帰を進めてきた。事例としては、⽣活必需品を製造する企業などが
挙げられる。⾃然災害と異なり感染症は国境を跨ぎ広がる事から影響も世界的であり、サプ
ライチェーンの機能障害も甚⼤となる。 



 8 

 
2.2. 多様化の契機と対応における判断基準 
 上述のとおり、サプライチェーンへの影響は、⾃然災害においては局所的な⼨断に、地政
学へのリスクではある国・地域を離れる動きに、感染症の場合は世界的な機能障害となる。
ここでは、図 2-1 に⽰した多様化の判断基準にしたがって、それぞれのリスクイベントに対
して、企業がとった対応とその判断基準に触れる。 
 

図 2-1：多様化の契機と判断基準 

  
 
2.2.1. ⾃然災害における対応 

⾃然災害においては、サプライチェーンに組み込まれる既存の取引先等の制約のもとで、
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局所的に被害を受けた拠点または調達先の代替先を探す動きとなる。以下に主な判断基準
について具体的事例とともに触れる。（図 2-2） 
 
⽣産拠点の変更： 

⾃然災害によって拠点が被災することで、企業は拠点の移転を余儀なくされる。⼀部の企
業は、特定拠点の機能不全を、⾃社内の他の拠点での⽣産を増やすことによって対応した。
例えば、HDD⽤モーターで世界シェア 8割を有する電⼦機器製造業のある会社は、タイ洪
⽔を受け、タイに集中していた⽣産⽐率を引き下げ、フィリピン・中国での増産対応を⾏っ
た。また、マイコンで世界シェア約 3割を有する⾃動⾞部品を製造するある会社は、東⽇本
⼤震災により被災した⼯場の⽣産能⼒を、⾃社の他⼯場への⽣産移管と海外ファウンドリ
による代替⽣産品の供給により補った。⾞載⽤マイコンは、⾃動⾞産業の取引慣習の「ライ
ン認定制度」により海外委託は困難であった⼀⽅、携帯電話⽤マイコンは震災直後から海外
に委託可能であった。また、別の⾃動⾞部品を製造するある会社は、熊本地震を受けて被災
した⼯場の⽣産能⼒を、⽣産設備の移設で補った。系列サプライヤーの⽀援が受けられる背
景もあり、地理的に近い範囲で代替⽣産拠点が選択された。 
 
調達元の変更： 
また、被災した⽣産拠点からの調達を、他の国・地域に⽴地する企業から新たに調達する
ことにより補完する動きも⾒られた。上述した熊本地震における⾃動⾞部品を製造するあ
る会社は、ドア部品の⼀部を中国やメキシコの拠点からの調達により補った。また、液晶パ
ネル⽤フォトマスクを製造するある会社は、熊本地震により⼯場が被災し閉鎖したことを
受け、⽣産の⼀部を台湾と韓国へ移管した。 
 
各種制約： 
他拠点への多様化を⾏う際、既存の拠点の周りのサプライヤーへの調達の集中や、資⾦制
約、移転先との距離、既存の雇⽤確保などが制約となる。上述した熊本地震における⾃動⾞
部品を製造するある会社は、九州におけるサプライヤーが受⼊れ先の⼤半であった。また、
⾃動⾞製造業のある会社は、東海地震などの事故を想定して拠点を分散した際に、資⾦制約
や、移転先との距離、既存の雇⽤確保を考慮した点として挙げている。 
 
元の拠点の利⽤（再移管・R＆D拠点に活⽤） 
代替⽣産を⾏なった後に、元の拠点に再移管する事例も⾒られた。先述の⾃動⾞部品を製
造するある会社は、熊本地震を受けて⼀時的に代替⽣産を⾏ったものの、4ヶ⽉後に元の熊
本⼯場で⽣産を再開した。また、液晶パネル⽤フォトマスクを製造するある会社は、熊本地
震により閉鎖した熊本⼯場を技術開発拠点として再稼働した。 
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図 2-2：⾃然災害を受けた各社の対応（1/2） 
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図 2-2：⾃然災害を受けた各社の対応（2/2）  
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2.2.2. ⽶中貿易摩擦における対応 
⽶中貿易摩擦における対応では、⽶国での価格競争⼒の維持を⽬的とする関税回避のた

めの拠点の移転が多様化の動機であるが、移転先の選択は企業のおかれる状況により様々
であり、市場と⾃社資源および政策・制度・⼈件費・⼈材の質・経済⽔準等、地の利を考慮
したうえで移転先の選択がなされる。また、特定国での事業強化など、関税回避の機会に乗
じて、追加的な⽬的達成も企図される。以下に主な判断基準について具体的事例とともに触
れる。（図 2-3） 
 
市場への近接・事業強化： 

⽶中貿易摩擦を受けた移管では、サーキュレータの⼀部を扱う会社が、⽶韓が FTA によ
り関税がないことに加え韓国事業強化の⽬的で韓国に⽣産を移転した。また、⾞載⽤液晶デ
ィスプレイおよびノート PC を製造する会社は、中国にてノート PC を⽣産する企業からの
OEM ビジネス獲得を⽬的としたベトナムへの⽣産移管を⾏った。 
 
拠点分散： 

複合機を製造する会社は、中国とタイで並⾏して⽣産を⾏った。拠点の分散に当たっては、
多拠点における⽣産のコストを低下させるために、基幹部品の設計を機種間で統⼀した。ま
た、輸出先により複数拠点を使い分けた事例として、あるスポーツ⽤品メーカーが、⽶中貿
易摩擦を契機に、⽶国向け製品を中⼼に製造するインドネシアと、EU と EBA 協定（武器以
外の全品⽬を無関税で EU に輸出できる協定）を締結し EU 向け中⼼に製品を製造するカン
ボジアとで、輸出先市場の役割分担を図った事例があげられる。 
 
調達機能の強化： 

材料の供給元に近接させた事例として、上述のスポーツ⽤品メーカーが移管先のベトナ
ムで材料調達をほぼ完結させた事例が挙げられる。 
 
⽣産地の⼊れ替え： 
⼯作機械を製造するある会社は、⽶国向け⼯作機械の⽣産を主⼒⽣産拠点の愛知県の⼯

場へ移管する⼀⽅、⽶国向け以外の⽣産は⽇本から中国へ移管した。また、複合機を製造す
るある会社は、⽶国向けを中国で、欧州向けをベトナムで⽣産していた中、ベトナム⼯場と
中国⼯場で⽣産を⼊れ替えた。 
 
政策・制度の活⽤： 
前述のスポーツ⽤品メーカーは、ベトナムが⽇本と経済連携協定（JVEPA）を締結してい

たこと、2018 年に EU と⽇本が⾃由貿易協定（FTA、EVFTA）を発効していたことが、ベト
ナムに欧州向け⽣産拠点を設けた背景にあった。また、カンボジアが EU と EBA 協定を締
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結したことを受け、欧州向けの商品はカンボジアを中⼼に⽣産していくことを⽬指してい
た。ただし、経済制裁によって同協定が撤回されかねず、先⾏きに不透明感はある。 
 
⼈件費の低さ・⼈材の質の⾼さ： 
「中国に代わる交易相⼿」がインドであるとの主張する論⽂において、低廉な⼈件費⽔準

と、使⽤⾔語が英語であること、教育⽔準が⾼いこと、労働⼒が熟練であることなど⼈材の
質が、移転先の国を選定する際の観点として挙げられている 2-20。 
 
移転先国の経済⽔準の⾼さ： 
同様に、同⼀の論⽂において、「中国に次いで GDP が⼤きい低所得国」という経済規模

と、経済成⻑性、⼈⼝規模が、移転先を選定する観点として挙げられている。 
 
元の拠点に再移管： 

⾃然災害における対応と同様に、代替⽣産を⾏なった後に、元の拠点に再移管する事例も
⾒られた。射出成型機を製造するある会社は、⽶国による中国製品に対する追加関税の適⽤
を受けて 2018 年 10 ⽉に国内に移管した⽣産を、「地産地消」を⽬的に 2019 年 4 ⽉に再度
中国に⼀部⽣産移管した。 
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図 2-3：⽶中貿易摩擦を受けた各社の対応
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2.2.3. 新型コロナウイルス感染症発⽣における対応 
新型コロナウイルス感染症発⽣においては、国境の分断を受けた地産地消や⽣産拠点の

国内回帰の動きの中で、制度を活⽤しつつ事業強化を狙う動きが⾒られる。以下に主な判断
基準について具体的事例とともに触れる。（図 2-4） 
 
取引先⾒直し： 

⽣活⽤品を製造するある会社は、中国での⼈件費上昇や新型コロナウイルスによる供給
停滞により中国⼀国に集中するサプライチェーンの脆弱性が顕在化したことを受け、タイ
に ASEAN で 2 拠点⽬となる販売・調達拠点を設⽴した。この際、家電製品、法⼈向け商材
の現地での販売強化や、東南アジアにおける調達機能の強化を⽬的とした。 
 
製造コストの低さ： 

以前は⼈件費が安いとされた中国も、⼈件費、物流コストともに上昇傾向にあり、総合的
に勘案すると「現地⽣産は製造コストが⾼い」と⾔えなくなりつつあることから、国内⽣産
が選択肢となりうる。 
 
制度活⽤： 

上述した⽣活⽤品を製造するある会社は、タイに ASEAN で 2 拠点⽬となる販売・調達拠
点を設⽴した際に、国際ビジネスセンター（IBC）制度（投資推奨策）を活⽤した。 
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図 2-4：感染症を受けた企業 N の対応 
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2.2.4. 多様化を受けた変更規模 
 サプライチェーンにおける拠点または調達先の変更規模は、リスクイベントとそれによ
るオペレーション及び財務上の影響、企業規模やその他制約によりまちまちであり、変更規
模を論じるには各ケースの前提に応じた⽐較が必要である。ここでは図 2-2 から図 2-5 に
おいて、各事例における変更規模を⽰すに留めた。 
 
2.3.  多様化についてのまとめ 

本章では、企業による調達先および⽣産拠点の多様化として、リスクイベントを受けた企
業による拠点移転の判断基準と変更規模を⽰した。⾃然災害、地政学リスク・地政学不確実
性、感染症のそれぞれにおいて、企業は⾃社の資源とコストや既存の⼈材等の制約、外部に
よる⽀援や制度等からサプライチェーンを維持するよう拠点の移転を判断し、実⾏するこ
とが⽰された。 
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3. 企業の⽴地判断 
先の多様化事例に⾒る様に、企業は外的環境の変化に応じて、⾃らの拠点⽴地あるいは資

材調達元の変更を⾏い得る。サプライチェーンを構成する拠点⽴地の多様化による強靭化
への取り組みを理解するため、本章では企業による拠点の⽴地判断に関する研究を調査し、
企業の選択に影響を与える要因の整理を通じて、企業拠点の海外移転と国内移転が⾏われ
た事例研究における、⽴地判断要因とその背景状況の概略を⽰す。 

対応すべき外的環境変化には様々な要因が考えられ、例えば関税率や輸⼊規制⾯の影響
が想定される地政学的な変化や、運営脆弱性に繋がる天災及び感染症の発⽣への対応、外国
為替や⼈件費及び物価などの経済環境の変化、納品や部品供給の迅速性など顧客及び市場
要求の変化、などが挙げられる。 
過去 30 年を振り返ると、「経済のグローバル化」による企業の対外直接投資と、各国によ

る輸出合計額が、途中の増減がありつつも継続的な成⻑を果たして来た事が分かる。しかし
⾦融危機直後の 2010 年頃を境に、対外直接投資は依然伸びを継続するものの、GDPに対す
る⽐率は低下傾向を⽰し、また世界総輸出の伸びに⽐べ、輸出額に占める GVC（グローバ
ルバリューチェーン）の寄与度合いは、相対的に低下する傾向が⾒られる様になる等、対外
直接投資と GVCの拡⼤に鈍化傾向が⾒られる様になった。（図 3-1） 

この「グローバル化の揺り戻し」とも考えられるトレンド変化については多数の調査が
⾏われ、企業の⽴地判断に関する要因と動向についての⽰唆が⽰された。以下、企業が海
外に拠点を移す際と国内に戻す際の⽴地判断に分けて整理する。 
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3.1. 海外移転における⽴地判断 
 産業の「インターネット⾰命」と途上国も含めた貿易及び対外直接投資ルールの整備が進
んだ 2000 年以降、「経済のグローバル化」の下、多くの企業が新しい市場と⼈件費格差を
求め、⺟国以外の国へ販売・製造拠点を設⽴した事で、完成品の輸出だけでなく現地におけ
る製品の⽣産、現地仕様の製品開発、更には技術⼒強化に向けた研究拠点の開設などが進め
られた。 
 ⼤きな期待に基づくこれら活動は、同時に⼤きなリスクを伴う投資⾏動であるため、他
国への進出を検討する企業における意欲を掻き⽴て、検討推進へ⼤きな推進⼒となるだけ
の魅⼒が、そうした企業を多数受け⼊れた新興経済国に存在した事は想像に難く無い。調
査によれば、各企業における進出判断の観点は、「事業機会の存在・規模」「事業実現前提
条件の充⾜」「付加価値獲得機会の存在」「効率化機会の存在」「リスクマネジメント」と
いった、５つの側⾯について個々の企業・事案に応じ評価・判断が⾏われた。以下、それ
ぞれの観点について概観する。（図 3-2） 
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図3-1: 外国直接投資と貿易額の推移 (1990-2019)
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輸出額 指数化 輸出額に占めるGVCでの海外付加価値額⽐指数化

出典：UNCTAD Stat Database, UNCTAD-Eora Global Value Chain Database, UNCTAD より作成 
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3.1.1. 事業機会の存在・規模 
 企業が⺟国市場の外に事業機会を求め⽴地移転の判断を⾏う際、その市場・産業統計に現
れる経済機会の実績値以上に、「⾃社にとっての機会の妥当性」を評価する視点が不可⽋と
なる。この評価基準の名称は様々であろうが、「⾃社製品・ブランド・技術の優位性」や「市
場参⼊機会・規制」あるいは「買収・パートナーリング機会」といった整理が出来る。 
 まず企業が市場参⼊機会を評価する際には、「⾃社製品・ブランド・技術の優位性」の視
点を⽋かす事は出来ない様である 3-24。各国企業が続々と海外進出を進める中、顧客や需要
を巡る競争から無縁という事は無く、また多くの国では現地資本の競合企業が国営・⺠営の
形で存在する事が多い事から、⾃社製品の競争⼒を評価が必要とする視点は妥当と考えら
れる。 
 また、如何に魅⼒的な需要を有す市場であっても、市場が外国資本企業に対して開かれて
いなければ、市場参⼊は困難と判定せざるを得ない。貿易及び外国資本による直接投資ルー
ル整備が以前に⽐べ進んだとはいえ、それぞれの国で異なる経済発展状況や、⾃国産業の育
成・保護のための政策、環境保全や労働者保護を⽬的とした規制、資本移動に関する規制な
ど、事業実現には障害のなりうる規制や政策の存在は、判断要因として重視される 3-14。 
 ⺟国以外の国・地域への進出はまた、市場に関する知⾒不⾜が、あらゆる⾯での障害の根
源となり得るため、多くの企業では現地パートナー企業の獲得が、進出の契機として重視さ
れ得る 3-25。ここでの「パートナー企業の獲得」とは、資本関係の有無や事業運営上の役割
分担など、多様な実現形態を想定し、代理店契約の締結から企業買収までを含む。 

分類 判断要因例

事業機会
需要規模：市場規模・経済発展可能性による評価

⾃社競争⼒：⾃社ブランド・技術の競争優位性

事業実現前提

原料確保：現地農場との契約による安定供給

インフラ：港湾・⾼速道路・電⼒のアクセス・供給整備

⼈材供給：現地化を⾏う機能・役割に応じた必要な⼈材の確保

産業集積：サプライヤアクセス

同業他社の存在：経験の無い市場に対する補完的な判断材料として

雇⽤習慣・⽣活環境：知識移転を⾏い現地化を進める上で重要

付加価値獲得機会 知識へのアクセス：ノウハウを有す⼈材の獲得

効率化機会
顧客：顧客の事業拠点への近接性

賃⾦格差：主たるコスト要因への対応

リスクマネジメント 外資誘致施策：経済特区・関税等税制、補助⾦等優遇策

図 3-2 海外移転事例に⾒る⽴地判断要因 

出典：参照資料 3-11, 3-24, 3-25, 3-26, 3-29, 3-30, 3-31, 3-32 より作成 
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3.1.2. 事業実現前提条件の充⾜ 
 進出先国での事業運営を前提とする投資では、現地での事業運営に関する実現可能性も
評価判断の要素となる。これは業種や事業形態により異なる観点からの評価となるが、多く
の企業にとって共通的に検討に挙がり得る要素として、「インフラ整備・⽣活環境」や「労
働者・コミュニケーションコスト」さらに「産業集積・原料確保」などが想定される。 
 海外進出を検討する企業は、⺟国で成功を収めた⼀定の規模を有する企業であり、その事
業運営においてはある程度の社会的インフラ整備が前提となる。通信や交通⼿段・エネルギ
ーや⽔道・住宅といったハードインフラの⽋如・未整備は、単純に事業運営を困難にするば
かりではく、社員を派遣する上でも⽣活・労働環境の整備・維持の観点から進出が困難との
判定を下さざるを得なくなる。またソフトインフラである、治安状況や法律整備、直接投資
制度なども、事業を実現する上での必須条件であり、これらの整備が不⼗分である場合には、
進出先候補としての検討は困難となる 3-23。 
 進出先国では現地従業員の採⽤・教育が必要になるが、⼈件費の安さだけではなく必要な
教育や勤務態度といった「質」を備えた従業員の確保、また⽣産拠点の様な⼤規模な操業を
予定する場合には、⼈数の確保といった観点も考慮対象となる。さらに従業員教育に関連し
て、⾔語的な障壁が低い⽅がスキルやノウハウの伝達定着を図る上での、コミュニケーショ
ンコストを抑制可能として、積極的な進出先として評価され易い 3-26。 
 ⼈員の調達以外に、製品の原材料や部品の調達元となるサプライヤーも、現地での調達が
好ましい。よってサプライヤー候補の有無や、産業集積の規模、といった観点での評価にな
るが、⽐較的付加価値の低い⾷料品や⾐料品の分野では、特に原材料・部材の現地調達の可
能性が重要視される 3-11。同様に⽐較的⾼い付加価値を得る⼯業製品の分野においても、サ
プライヤーに対する技術指導を⾏い育成する⼿間を厭わない程、育成の対象となり得る現
地サプライヤーの存在は重要な評価事項となる 3-31。 
 また、海外市場展開の経験が少ない企業においては、同⼀製品カテゴリの競合企業が多く
⽴地する地域を選択する傾向が⾒られ、これは⾃社の知⾒不⾜を補う為に他社判断を参照
する、合理的な動向として理解される 3-29。 
 
3.1.3. 付加価値の獲得機会の存在 
 海外進出の動機は新しい市場への参⼊と安い労働⼒の確保だけではなく、新しい知⾒や
技術の習得、付加価値の獲得を⽬的とする場合もあり得る。これは例えば新規の製品カテゴ
リへの参⼊を⾏う際に、当該製品の⽣産が盛んな地域へ進出する様な場合や、市場において
⼈材獲得を有利に進め、顧客からの製品・ブランド認知を獲得するための拠点進出、あるい
は既存の研究・開発業務に向けた優れた⼈材の補充を⾏うための、拠点の多地域展開を⾏う
場合 3-32などが想定される。 
 地場産業の形成を通じて蓄積された知識と品質への信頼・認知度は、製品製造に向けたス
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キル獲得という側⾯だけでなく、⾼付加価値なブランド認知の獲得という側⾯でも、魅⼒的
な進出の動機となり得る。そうして得られる認知が、特定の産業に⽌まらず⼀般消費者も含
め広範囲に影響を与える場合、あるいはそうしたブランドへの「信任」が付加価値提供にお
いて不可⽋な、「⾼品質」や「希少性」を謳う製品では 3-13、特にそうした動機が強く働く事
は想像に難く無い。（図 3-3） 
 

 
 
 また技術開発や研究業務はその性質において属⼈性が⾼く、企業における⼈材の質的集
積が問われる事、⼀流の職⼈や博⼠号取得者の育成に⻑い期間を要す事から、そうした⼈材
の収集と育成には、⾃社で育成するより市場からの調達が効率的である事、また⼈材獲得に
は業界関係者からの紹介が有効な⼿段であり⼈的なネットワーク構築には価値がある事な
どから、研究開発拠点は地域的に集約する傾向が⾒られ 3-20、企業進出の際の評価事項とな
る 3-1。（図 3-4） 
  

⾼級時計製造 ⾃動⾞製造

分析対象 ⾼級ブランド企業（時計事業部⾨） ⾃動⾞業界企業（OEM・部品）

対象機関 2002-2016 2005-2016

移転概要
• 同社の⾼級時計事業進出から最⾼級品
質認証を取得するまでの過程

• OEM⽣産から⾃社⽣産、垂直統合、ブ
ランド確⽴を経て技術⼒向上を実現

• 外国⾃動⾞産業が⻄欧から東欧地域へ
の移転が、4/5の雇⽤創出する⼀⽅1/2
の雇⽤を喪失させた

• 常に東欧地域の安い⼈件費と税負担に
よる⾼い⽣産性を求め移動を⾏う事を
明らかにした

移
転
要
因

コスト ⻄欧拠点閉鎖し東欧拠点へ移転

資源

企業買収による製造拠点確⽴ 現地企業買収

3社追加買収で製造の垂直統合 投資補助⾦の利⽤

現地の熟練労働⼒の確保

⽴地
スイス⾼級時計製造地域へ進出 市場近接性

パリ⾼級時計⼩売地域へ出店 輸送インフラアクセス

図 3-3 海外移転判断事例：移転⽬的 

出典：参照資料 3-17, 3-32 より作成 

 



 23 

 

 
 
 
3.1.4. 効率化機会の存在 
 企業の⽴地⾒直しには、多様な側⾯での「効率化」を狙う場合もある。費⽤効率性の観点
では、⼈件費格差以外にも原材料費⽤やエネルギーコスト、あるいは輸送に伴う費⽤の削減
が意識される。また時間効率性の観点では、納期短縮や在庫削減の可能性により拠点評価が
⾏われる。さらに事業戦略的な観点で、例えば顧客との近接性が重視される場合や、拠点の
地理的分散によるリスク分散や学習の多様化をメリットとして活⽤する考え⽅もある。 
 「経済のグローバル化」の進展時期においては、⼈件費格差に着⽬した製造拠点の⽴地選
択の結果、輸出拠点としての発展途上国への進出が選択された 3-17。しかし中国や東南アジ
ア諸国の様に、経済発展と⼈件費⽔準の向上により、製造拠点市場から消費地市場へその位
置付けを変化させた国・地域では、変化した費⽤⽔準や販売先となる市場ターゲットなど事
業変数に応じて、拠点の再評価を⾏う事となる。そうした再評価は対象国の状況以外にも、
例えば周辺国における資源調達や製品需要といった状況が勘案され得ることから、拠点⽴
地の評価と位置付けの決定は常に流動的であると考えるべきだろう。 
 事業運営上の⼈的物的「資源」の調達費⽤のみならず、時間効率性の観点で企業または提
供サービスの迅速性が問われる様になった場合も、拠点⽴地の再評価が⾏われる機会とな
り得る。例えば多品種少量⽣産を求められる製品である場合や、製品ライフサイクルの短縮
化対応が必要になった場合、時間効率性の低さは販売機会の喪失や在庫リスクの増加要因
として、低い評価に繋がる事となる。 

調査１ 調査２

対象地域 EU諸国 EU諸国

対象期間 1999-2006 2003-2008

調査による⽰唆

• 欧州企業に⽐べ北⽶企業は、特許
集約度と研究センターへの⾄近性
の影響が⼤きく、知識獲得を⽬的
とする事が推察される

• R&D投資誘致には地域の知識ベー
ス強化が有効

• R&Dクラスター形成による経済的
は急降下は、⼈材競争によるデメ
リットを上回る

• 地域の学術研究が、外国企業の
R&D投資を惹きつける要因は、知
識の波及効果と博⼠号取得者の獲
得にある

研究的優位性
上位⼤学の存在 学術的な研究における優位性

先端研究センターの⾄近性

⼈材確保 博⼠号取得者確保の⽤異性

地域のイノベーション⼒
地域の研究及びイノベーション能⼒ 産業的優位性

外国企業によるR&D活動量

図 3-4 海外移転判断事例：R&D組織移転 

出典：参照資料 3-1, 3-20 より作成 
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 事業形態によっては、顧客との近接性が重視される場合もある。これは納品先である顧客
企業との運営連携性が重視される⾃動⾞産業や、顧客ニーズの把握と対応能⼒が収益獲得
に影響する電気電⼦部品メーカーなどが想定される。特定顧客への依存度や製品寿命の違
いより、例えば系列化傾向が強い⾃動⾞産業では⽣産拠点の移転を厭わないが、より広範な
顧客層を有す電⼦部品産業では、製造拠点ではなく特注設計対応機能を有す物流販売拠点
を近接させる 3-30違いが⾒られた。 
 ⼀⽅で研究開発拠点の選定において、拠点の地理的分散配置により⼈材獲得における社
内競合、研究テーマ重複、機密漏洩の回避、及び研究内容の多様性の確保に配慮する観点も
指摘 3-7されており、⽬的と機能に合わせた判断が⾏われている。（図 3-5） 
 
 

 
 
3.1.5. リスクマネジメント 
 海外進出時に現地で獲得が可能な市場機会や事業実現可能性に関する判断、⼈材や物的
資源、付加価値獲得や効率性獲得機会への評価は、その企業⾃⾝がどの様な事業フォーカ
ス・業務特性といった「戦略特性」を有するか、為替変動や調達物流などへの「リスク耐性」
を有するか、また内部・外部調達可能な「経営資源」を有するか、という観点との相対的な
判断になる。 
 ある企業にとっての市場機会の「妥当性」の判断や、付加価値の獲得や効率化の実現を⽬
指すか、といった海外進出の⽬的または機会の優先度は、企業⾃⾝の戦略⽅針が根拠となる。
例えば事業規模拡⼤に基づく価格競争⼒を重視する企業と、迅速な顧客・製品対応を旨とす
る企業では、同じ販売市場をターゲットするにしても最適⽴地の評価を異にする事は想像
に難く無い。同義に⾃社の製品特性（例：⾼付加価値品に対する普及品）や、バリューチェ

調査１ 調査２

対象地域 OECD加盟国 世界

調査による⽰唆
• 地理的分散はR&Dの業績寄与を⾼
め、集中配置は逆に作⽤

• 外部知識獲得には、集中配置が業
績寄与を⾼める

• 集中配置は組織内の調整機能を補
助する役割がある

• 知識の体系的集約度が低い企業は、
R&Dと⽣産拠点の集中配置により、
知識伝達を促進させる

配置判断 集中配置 分散配置 集中配置 分散配置

国際展開の経験度 少ない 多い

特許・商標・著作権等の
体系的知識の集積度 低い ⾼い

⼈材獲得 組織内競合回避

R&D⽣産性 多様性確保

外部知識獲得 知識獲得効率化 依存度抑制

図 3-5 海外移転判断事例：R&D組織配置 

出典：参照資料 3-7, 3-19 より作成 
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ーン内でのポジショニング 3-23（例：中間材対最終材）、⾃社収⽀課⽬の市場変化への感応度
によっても⽴地の評価は異なり得る。 
 事業運営環境も⽇々あるいは⻑期的に変化がつきものであり、これによるリスクの対応
能⼒あるいは許容可能性の⾒合いで、⽴地判断も異なる。例えば製品の安定供給を狙う場合
でのサプライヤーの操業安定性や複数購買の可能性、海外取引に伴う為替リスクの⼤きさ、
進出先あるいは製品販売先国における環境規制・倫理的調達規制への適合性、進出先国での
事業操業に伴うカントリーリスク（政治的・法的・社会的安定性）、納品期限や納品宛先な
ど顧客要求変化への対応柔軟性、などといった様々なリスク要因が想定され、これらの許容
範囲の定義とリスク対応は、企業毎に状況と判断を異にする。 
 拠点移転とその継続的運営は、海外進出当初から現地での収⽀均衡達成まで、それ⾃体が
⼤きな財務的負担要因になる。⾃社が有す⼈的・財務的資源及び、新規拠点⽴地国、あるい
は⺟国からの補助⾦や免税など資⾦・財務的⽀援など利⽤可能資源と、進出先国が提供する
市場機会の⾒合いでの判断も⽴地評価の上での観点となる。この観点は対外直接投資を誘
致する側の国にとっても努⼒の余地がある事から、各国が補助⾦制度や税制優遇を含む直
接投資制度を準備し、直接投資を⾏う投資家にアピールするところであり、各国とも同様の
施策をとる様であっても、実際には異なる成果・進展が実現する様である。 
 
3.2. 国内移転時における⽴地判断 
 「経済のグローバル化」進展の後、「揺り戻し」とも⾔うべき、海外進出企業による国内
回帰の動きも含めた、拠点⽴地の⾒直しの動きが⾒られる。これは海外移転を⾏なった企業
が、当初想定とは異なる状況への対応策として、拠点⽴地の⽅針転換を⾏なった結果である。
海外移転がそうであった様に国内への回帰は、企業にとって変化対応の⼀環である。（図 3-
6） 

海外移転と国内移転では、分類上は同様の判断要因の整理となるが、要因の考慮において
は多少異なる様である。海外移転時と同様にコスト抑制や品質・付加価値向上機会や、⼈材・
スキルへのアクセスといった⼀般的な外部要因が考慮されると共に、企業⾃⾝の事業戦略
や事業形態・製品の特性、また災害対応の様な経済合理性を超えた様な状況の勘案などによ
り、各企業判断の個別性の広がりをもたらす。これら３点について以下に概観する。 
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3.2.1. 外部環境要因 
 事業環境が常に変化し得る事から、変化の内容と度合いによっては、海外拠点の継続利⽤
や維持が否定される判断もあり得る 3-8。この様な変化は、例えば⼈件費⽔準やエネルギー・
物流費⽤といったコスト要因に留まらず、製品品質や環境・倫理的調達規制対応への懸念や、
納品頻度・リードタイムの要求⽔準向上への対応困難、あるいは⽣産国に対する経済制裁な
ど輸出規制、政治・社会・経済の混乱や為替リスクの抑制、といった要因があり得る。 
 これら課題の解消策として国内回帰が選択される上で、検討の対象となる海外拠点の、タ
ーゲットする消費市場が⺟国市場である場合、物理的距離を縮める対応はサプライチェー
ンコストの低減と同パフォーマンス改善には有利に働く 3-18。同様に顧客との物理的な距離
の近さが、製品のイノベーション推進の上で有利との判断や、⽣産拠点の集約によるコスト
効率化機会の獲得、外国為替リスクの削減メリットという考え⽅も可能だろう。⼀⽅で⼈件
費等事業コストは全般的に上昇する事が予想され、それを上回るメリットが必要となる。そ
れは例えば、熟練した労働者の有する技術の獲得や、優れたサプライヤーが揃い製品品質向
上が期待出来る産業集積の活⽤ 3-21、製造効率化に向けた設備投資への補助⾦や税制優遇の
活⽤を通じて実現するという考え⽅となる 3-4。 
 
3.2.2. 事業戦略や事業特性 
 市場機会アクセスの拡⼤と低廉な⼈件費・原材料の調達といった経済合理性に後押しさ
れ進展した「経済のグローバル化」ではあるが、⼀⽅で製品特性や事業形態といった個社毎

分類 判断要因例

事業実現前提
⼈材供給：熟練労働者・スキルへのアクセス

産業集積：信頼出来るサプライヤの存在、技術⾰新への参画機会

付加価値獲得機会
“Made In”効果：⽣産ブランドの活⽤による製品の別化と企業イメージ向上効果

製品品質向上：技術・知識集積の活⽤による製品改良と差別化強化・不良品率低下の効果

効率化機会

物流効率向上：完成品輸送から部品輸送への切り替えによる物流費低減・納期短縮・発注
ロットサイズ削減・完成品在庫削減

地理的優位性：原材料産地・顧客や研究開発拠点等への近接性

賃⾦格差：主たるコスト要因への対応

エネルギーコスト：業種・業態により、エネルギーコストが⼤きなコスト要因である場合

コスト効率性の向上：⽣産体制集約による費⽤削減、拠点あたり⽣産規模拡⼤による規模の
経済獲得

リスクマネジメント
政策インセンティブ：税制優遇・補助⾦

為替変動性：特に新興国通過の変動性の⾼さを懸念

図 3-6 国内回帰事例に⾒る⽴地判断要因 

出典：参照資料 3-3, 3-4, 3-8, 3-18, 3-21 より作成 
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の特性に基づく事業戦略の再検討や、リスク事象の発⽣など「グローバル化」を⾒直す要因
の存在も指摘される。 

 例えば、売上⾼規模が⼤きな企業では、⽐率としては⼩さなコスト削減が⼤きな収⽀改
善につながる事から、グローバル化を通じた⼈件費削減は⼤きな魅⼒となる 3-9。⼀⽅コス
ト削減の⼤きさが限られる規模の企業では、環境認識の⾼まりにより、「持続可能性」の観
点で低環境負荷の地元製品や少量⽣産品の消費を後押しする、需要側での「メイド・イン」
効果（⽣産地により⾼い付加価値を市場が認める効果）による付加価値の獲得を有⼒な改善
の⽅向性とする考え⽅もあり得る 3-3。また消費者嗜好の多様化は、クイックレスポンスと
多品種少量⽣産要求という形で、⽣産活動の変⾰に積極的に取り組む企業に新たな機会を
提供する機会となった。これを捉え製造⼯程などの⾃動化や効率化により俊敏性を増し競
争⼒の根源とする判断もまた合理的と考えられる 3-12。（図 3-7） 

 
 

 
 
 
さらに別な観点で、グローバル化は市場拡⼤の恩恵だけではなく、海賊版製品の流通やブ

ランドの正当性の希薄化を引き起こし、商品価値の根源となるブランド価値の毀損への対
応が必要となった。⾼級⾐料品ブランド 3-15では、過去のライセンシングによる世界展開が、
ブランド価値の維持・向上を困難にした反省から、段階的にライセンシング契約を解消しブ
ランドのリポジショニングと製品ラインアップ及び価格の⾒直しを⾏い、ブランド本来の
姿を取り戻す判断を下した例もある。 

 

調査１ 調査２

分析対象 コスト重視度と競争戦略の影響 サプライチェーンイノベーション志向の
影響

移転概要
• 事業戦略が国内回帰判断に影響
• ⼤企業と⼩売業は、中⼩企業と製造
企業よりコス重視性が⾼い

• 製造業の⾰新により多くの投資を⾏
い、経営資源を⾼度に再編成する企
業に国内回帰傾向が⾒られた

判
断
影
響
要
因

“Made In”効果 強⼒な付加価値獲得機会として認知

ニッチ 「少量・⾼品質」認知獲得

グリーン 「定環境負荷」認知獲得

市場投⼊期間
(Speed to market)

「定環境負荷」認知獲得

企業規模 ⼤企業はよりコスト重視

業種 ⼩売及びブランド企業は製造業企業に⽐
べコスト重視

製造技術への投資姿勢 積極投資企業は国内回帰傾向

製造拠点戦略の有無 拠点戦略の明確な企業は国内回帰傾向

図 3-7 国内回帰事例：戦略フォーカスによる差異の例 

出典：参照資料 3-9, 3-12 より作成 
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3.2.3. 経済合理性を超えた判断 
グローバル化したサプライチェーンの形成は、世界の経済活動の連携状態が強化される

事で、地理的に遠く離れた国・地域のリスクが伝播しやすくなった。特にコロナ禍では多く
の国で主に医薬品及び医療関係品の供給が滞るなど、必需品の供給に関するリスクの存在
が認識される様になった。品⽬を特定し経済性を度外視の上で国内⽣産体制を整える動き
が相次いだ 3-2。 

こうした動きの中では、政府主導での緊急対応上必要とされる物品の特定、緊急時に備
えた流通経路での在庫保持ルール設置、在庫情報の共有化などが⾏われた。また国内での製
造拠点の確保と誘致の為の補助⾦や助成⾦制度が設置され、企業による製造活動の移転を
⽀援・誘致する対応が⾏われた。物資の確保という側⾯もさる事ながら、製造能⼒・ノウハ
ウの維持という観点でも、重要な施策とされた 3-5。 
 
3.3. 企業の⽴地判断まとめ 
 本章では、企業の拠点移転の事例研究調査を通じて、⽴地判断における要因とその背景状
況の概略把握を⾏なった。海外移転においては、「事業機会の存在・規模」「事業実現前提条
件の充⾜」「付加価値獲得機会の存在」「効率化機会の存在」「リスクマネジメント」といっ
た観点で、⾃社状況や事業環境に応じた判断を⾏う事が⽰された。また、企業の⺟国市場へ
の資源配賦強化となる国内移転においては、その動機には海外移転同様に上記要因が考慮
されるが、企業⾃⾝の事業戦略や事業形態・製品の特性、また災害対応の様な経済合理性を
超えた様な状況などが加味して勘案され、合理的な判断が⾏われた。 
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4. 政策について 
 前章で挙げた企業の⽴地判断要因では、産業集約の存在や⾼スキル⼈材の調達可能性な
ど、政策的な取り組みにより企業に⽴地を促し得る事を⽰唆した。各国が政策努⼒として産
業の強化と誘致に積極的に取り組む中、本章では企業⽴地に影響を与えた政策施策の、内容
や影響についての事例整理を⾏い、取り組み施策とそれらへの期待効果について整理を⾏
う。国により政策上の⼒点は様々だが、対外直接投資の誘致、海外移転企業の国内回帰誘致、
外国投資の規制、サプライチェーン強靭化といった取り組みを⽰す。 
 企業が多国籍企業化し、消費市場と天然資源を求めた貿易中⼼の海外事業運営から、安い
⼈件費による⾼い⽣産性を備えた海外拠点を構え、国際的な分業体制の構築・運営に移⾏す
る事で、「経済のグローバル化」が 1990 年代以降加速した。2000 年代には情報通信技術の
発達と、国際取引に関する制度整備の進展を背景に、国際取引費⽤が低下する事で、⼀層の
経済のグローバル化が進展した。 
 ⼀⽅で 2010 年代に⼊ると、⾦融危機の勃発とリスク回避に向けた「アセット・ライト」
（投資に代わり委託契約により投資と同様の事業効果実現を⽬指す⼿法）を選好する⼼理
が強まった事、新興国経済の発展に伴う⼈件費⽔準の上昇と現地の製造受託企業の増加、情
報通信技術による協働容易化により直接投資の動機が薄まった事、新興国経済の発展によ
る消費市場拡⼤などにより、現地事業運営を前提とした設備投資中⼼から、経営指導料やブ
ランド料の獲得を⽬指したライセンシング形態が増加した 4-35。 
 この間、先進国においては雇⽤の流出が問題視され、国内雇⽤の回復が政策的な課題とな
った事、⼀⽅で新興国における⼈件費上昇や、品質運営柔軟性・規制対応への課題など、海
外拠点の位置付け・⽅針を⾒直す機会が企業の側においても⽣じた。また、依然として新興
国においては経済成⻑の牽引役として、対外直接投資は重要な資本獲得⼿段である事、製造
拠点国としての基礎を確⽴した国といえども、多国籍企業の継続的な低コスト要求による
海外移転の恐れへの備え、及び⾃国産業の更なる⾼付加価値化推進などから、継続的な直接
投資誘致に取り組む。 
 また国有企業等による政策的な意義を帯びた投資の活発化への懸念対応や、コロナ禍で
明らかとなった、物品供給の他国からの輸⼊体制の危機対応上の脆弱性など、GVC（グロー
バルバリューチェーン）と⾃国産業の距離感の適正化も、GVC への接続という従来の命題
に加えて重要な課題となっている。 
 
4.1. 対外直接投資誘致による産業育成 
 企業の国際展開が活発に⾏われ、その際の拠点⽴地判断が多様な要因に基づき⾏われて
いる。⾃国経済の発展を⽬指す国・地域は、⾃国経済市場への参⼊機会を提供し、これら企
業がもたらす就業機会、資本と設備投資需要、製品・サービス需要を獲得する事で、経済発
展機会の実現を⽬指す。 
 こうした対外直接投資の誘致活動は各国が活発に取り組んでおり、様々な成功事例が存
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在する⼀⽅で 4-42、期待にそぐわない結果に陥った事例も存在する 4-40。企業にとっては多数
存在する進出先候補地の選定であり、その合理的な選定に叶うだけの魅⼒と優位性の提⽰
を競合国に伍して⾏うためには、⾃国の置かれた環境を客観的に評価し、提供可能な資源・
優遇策などに⼯夫を凝らして提⽰するといった、マーケティング活動が必要となる。 
 また先に⾒た様に、様々な観点での進出候補先国の評価が⾏われる事から、その施策設計
と運営には政府の複数機関が連携して取り組む必要があり、企業誘致を主導する機関のリ
ーダーシップの下、複数政府機関による重層的な政策施策の提供が協調的に⾏われている
事が通例である。 
 
4.1.1. 対外直接投資誘致のフレームワーク 
 海外進出先国の評価を⾏う企業による多⾯的な評価に耐え、競合国に伍して投資を獲得
するためには、相応の準備と施策運営が必要である。先⾏事例が多数存在し分析が進む分野
であり、⼀例としては世界銀⾏がその枠組みを提⽰している 4-7。（図 4-1） 
 
 

 
 
 
誘致活動の⽬的とターゲット産業や案件を定義する「投資ビジョンと戦略⽴案」の後に、
担当部署・機関による「投資誘致」を⾏う⼀⽅、投資制度整備や規制の緩和を「参⼊障壁の
低減」として⾏い、既存投資家からの追加投資獲得を「投資家維持」活動として⾏い、また
外国企業と現地の企業・研究機関等との協業推進を⾏い、「国内企業連携と技術波及効果獲
得」を進める事が全体の流れとなる。 

投資ビジョンと戦略⽴案

投資誘致国内企業連携と技術波及効果獲得

参⼊障壁の低減投資家維持

• ⽬的
• ターゲット産業・案件

• IPA設⽴・運営
• 誘致施策・施策連携

• 協業促進
• 現地企業技術・能⼒向上

• 既存投資家追加投資獲得
• ⾵評維持・政策説明

• 投資制度整備
• 規制・⼿続きコスト削減

図 4-1 世界銀⾏の提唱する投資ライフサイクル 

出典：参照資料 4-7 
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 対外直接投資誘致を主導する投資誘致機関(IPA)の運営の巧拙 4-10も重要であるが、⼀⽅で
誘致制度の整備や市場参⼊規制の緩和、⼿続き等コストの低減には政府機関内での連携・協
調が必要となるため、政府機関の上のレベルでのリーダーシップの発揮も必要になる 4-25。 
 また⾃国産業の育成と⾼付加価値化に向けては、⾃国に進出した外国企業と国内企業間
の連携や協働による技術波及効果の獲得が重要となる。ただしこの実現には地元企業の技
術レベルの向上、技術スタートアップ企業の創出・育成、現地⼈材の教育⽔準向上、産業集
積による競争とイノベーションの創発といった、⼈件費格差、資源調達・供給、補助⾦・税
制優遇などとは異なるレベルの取り組みを要し、各国が科学技術イノベーション政策とし
て積極的に取り組む内容である 4-21。 
 
4.1.2. 投資誘致と産業クラスター形成 
 多くの国で投資誘致による経済開発の推進が取り組まれており、その際に中⼼的な役割
を果たす組織として、投資誘致機関(IPA)が設置運営される事が多い。IPAの団体である世界
投資誘致機関連盟(WAIPA)の会員数は 123カ国を数え、国連加盟国数 193カ国に対し 64%を
占める。その組織的位置付けと運営独⽴性は様々であるが、産業、通商、経済、外交を担う
省庁または内閣に属し、政府予算により平均 161 名のスタッフ、$30 百万ドルの年間予算
（年間 GNI（国⺠総所得）$12,376以上の⾼所得国の場合）により、案件開拓・投資家対応・
広報販促活動を担う 4-31。（図 4-2） 
 
 

 

モロッコ コスタリカ カナダ 南アフリカ

誘致施策概要

• 欧州に近い⽴地
の利点とター
ゲット産業を明
確にした販促活
動の運営

• 知識集約型産業
誘致に向けた、
⼈材・産業技術
基盤の整備と誘
致

• 外国政府関係機
関による天然資
源投資を⽀援対
応（環境規制・
政治的配慮）

• 地⽅⾃治体によ
る独⾃性の⾼い
誘致活動

• 投資家ニーズに
合わせた提案活
動の展開

実現成果 • ⾃動⾞・航空業
界の投資誘致

• 製造拠点から
R&D拠点への誘
致⽅針転換

• 外国政府(中国)系
企業の投資誘致

• ドイツ・中国等
からのFDI急増

運
営
対
応

誘致マーケティング

IPAを新設し⺠間出
⾝のスタッフ構成
と⼤きな裁量権に
より運営

IPAのコスタリカ投
資振興庁(CINDE)を
補完するPCCIを設置
し体制強化

ターゲットした投
資家の所在地近く
にIPA拠点を設置

地⽅⾃治体単位で
IPAを設⽴、政府指
⽰の下各機関毎に
独⾃性をもって運
営

海外投資家への
ターゲット販促

投資家⽀援（制度
対応/⼿続き⽀援）
を充実

ターゲットを明確
にした販促イベン
ト開催

直接投資制度・インフラ整備 港湾及び⼯業団地
インフラ整備

PCCIを中⼼に政府機
関間の政策連携強
化

誘致制度・経済産
業政策と絡めた提
案を投資家毎に構
築提案

現地イノベーション能⼒向上

技能労働⼒供給に
向けた、教育機関
設⽴・運営

Propymeファンドに
よる中⼩企業の技
術⼒強化と現地企
業の育成
教育・職業訓練、
科学・産業⾰新推
進施策の導⼊

図 4-2 多様な IPA機能運営 

出典：参照資料 4-10, 4-12, 4-25, 4-28 より作成 
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また獲得育成を狙う産業をターゲットクラスター形成も重要な取り組みとなる。企業の
⽴地選択には、経済特区が世界に 5,000 以上存在する様に、多様な選択肢が存在するが、そ
の評価は個別事情次第であり、誘致を⽬指す国としては勧誘努⼒が有効に機能し得る余地
もある。韓国 4-44やオーストラリア 4-36の成功例に⾒る様に、⾃国の強みを活かし競争⼒の
ある政策施策を実施の上で、どの産業をどの様な魅⼒により獲得し産業集積を形成するか、
という戦略の構築 4-12と実⾏の巧拙が問われる状況となっている。（図 4-3） 

 
 

 
 
 
産業誘致により⼀定の産業化に成功した後でも、より⾼付加価値な産業や事業機能を誘
致する事が政策的⽬標となる 4-4。特に企業において⽣産拠点が原価低減の名の下、⼈件費
格差を求め容易に移転されてしまい得る状況から、より⾼付加価値でありかつ属⼈的な性
格を帯びる R&D業務の誘致に対する期待は⾼い 4-3。単に⾼スキル⼈材に対する職の確保の
みならず、地場産業の技術⽔準向上、技術スタートアップの起業活性化 4-1、新産業集積の
構築、教育産業の育成など、技術を起点にした多様な波及効果への期待が存在する。（図 4-
4） 
 
 
 
 

図 4-3 産業クラスター政策 

出典：参照資料 4-36, 4-42, 4-44 より作成 
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4.1.3. 技術波及効果の獲得策 
 誘致した外国企業がもたらす、⾼い技術⽔準の習得や、事業運営に伴う⼈材需要、設備投
資需要、調達製造需要などを満たし、国内産業の付加価値強化を図る事が政策的な⽬的とさ
れ、その実現に向け国内企業の連携強化と、共創によるイノベーション実現の前提である、
⾃国企業の技術⼒の向上は、科学技術イノベーション政策として各国が取り組む。フランス
の例では、産業集積形成 4-37、研究開発クラスター間の競争喚起 4-19、スタートアップ⽀援導
⼊ 4-38と、時期をかけ重層的な取り組みを⾏っている。（図 4-5） 
 OECD のデータベースの情報に基づき、2000 年以降に導⼊された施策を調査した。施策
件数上位は先進国が占め、公的研究の強化や産学での知識移転、起業とイノベーションの促
進に、多くの施策が実施されている事がわかる。（図 4-6）それらに対する年間予算も⽇本
に⽐べて施策件数の多い国々では、より⼤きな⾦額を投じている。（図 4-7） 
 施策の内訳を⾒ると、戦略策定や政策調査、⾦融⽀援、協業インフラ整備に向けた施策が
多い。またそれら施策の中でも、認知獲得に向けた広報や、⼈材育成に向けた融資・奨学⾦、
情報整備とネットワーキングによる協業⽀援、指針作成や規制・事業化指導など、多様な施
策への取り組みがある。（図 4-8） 
 予算配分の内訳では施策テーマ別に、⼈⼯知能(AI)、共創的研究とイノベーション、事業
⽬的 R&D とイノベーション補助⾦、研究企画競争の順に⼤きな予算が充てられる。（図 4-
9） 
 

図 4-4 R&D機能誘致 

出典：参照資料 4-3, 4-4 より作成 

 



 34 

 

 
 

 
 
 
 

フランス

誘致施策概要 • 産業クラスター形成（航空
宇宙産業）

• クラスターのR&D競争（バ
イオ技術）

• 海外投資誘致・スタート
アップ⽀援

実現成果 • 地域産業クラスターでの共
同R&D活性化

• クラスターの新規研究事案
組成⼒強化

• 海外スタートアップ企業・
⼈材の誘致

運営
対応

誘致マーケティング

海外企業家誘致の為「フレン
チ・テック・チケット」プロ
グラムにより、助成⾦⽀給、
インキュベーション施設1年無
料

投資・補助⾦制度
企業が共同研究体を組織し所
属クラスターの推薦によりク
ラスター単位での補助⾦競争
に参加
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図4-7 各国政策の年間予算別件数の分布
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4.2. 海外移転企業の国内回帰誘致による国内雇⽤強化 
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ン」効果による付加価値機会の顕在化、⼤量⽣産から多品種少量⽣産型を志向する顧客需要
の変化、製品・補充品等に対するクイックレスポンス要求の⾼まり、⼯程運営・在庫管理に
おける柔軟性要求、⼯程⾃動化による⽣産性向上機会の顕在化、として従来のコスト削減優
位の効率化から、リスクを抑制し製品差別化機会を獲得する付加価値の維持・獲得へと、思
想の転換も伴い多くの企業で検討され実施されている物と考えられる。 
 ⾃国の雇⽤改善を狙う政府機関もこれを機会と捉え、国内回帰誘致に向けたマーケティ
ング活動を実施し、補助⾦や税制優遇の提供により企業の拠点回帰を促した 4-14。⾃国回帰
による⾼付加価値化が期待出来、また設備投資による⾃動化などで運営コストの抑制が可
能な企業・業態については、合理的な判断となった模様である。この取り組みは国により成
果の度合いは異なるが、より包括的かつ⻑期的な取り組みを⾏なった⽶国が⼀つの成功事
例と⾒られる 4-26。 
 ただし海外への拠点移転が判断の当時に合理的であった様に、国内回帰の検討において
同様に合理的な判断となり得るか否かは、個別事案毎に異なる事から、⼀⻫に全ての企業が
国内回帰を⾏う、という結果にはなっていない 4-20。この事象の説明として、先進国におけ
るロボット導⼊同様に、新興国及び中進国においてもロボット導⼊が進み、先進国に移転す
るメリットが相殺された可能性や、先進国への移転による雇⽤喪失は、移転先先進国への部
材供給増加に伴う雇⽤増加により相殺されたという可能性が指摘された 3-16。むしろ⼤企業
や⾃動⾞産業は、常に最適な⽣産性を希求する傾向が⾒られ、国内回帰には政府等からの補
助⾦や優遇制度が⼤きな判断点となる事 3-4が確認された。 
 
4.2.1. 国内回帰誘致策 
 海外に移転した拠点を再び⺟国に回帰させる判断は、外部環境の変化があったとは⾔え、
従前の決定を覆すだけの根拠を要す事から、実現事例においては相応の要因の存在が考え
られる。これまでの調査から、国内回帰による付加価値機会や、効率性改善の機会があった
事、また産業集積や⼈材供給の⾯での事業成⽴前提を充⾜し、政策インセンティブなどの誘
致策が有効であった事 3-18が判明した。 
 こうした状況が整い国内回帰が現実的に検討可能になる業種や条件は限定されると思わ
れる事から、誘致においては産業や企業セグメントに基づくターゲティングが有効である
可能性が⾼い。事例研究においても⼤企業は補助⾦が魅⼒的で無い場合は、⽐較的⼩規模な
企業に⽐べ、国内回帰への関⼼が低い傾向が⽰された 3-9。これは売上⾼規模が⼤きい企業
は、コスト削減効果の⼤きさからコスト効率性を優先する動機が⼩規模企業に⽐べて働き
やすい事が要因と理解される。 
 国内回帰の際に企業においては、内製型または外注型の業務形態選択を⾏う事になるが、
この選択は海外移転時の業務形態選択と、補助⾦による設備投資機会の有無に依存する事
が調査 3-6により指摘された。国内回帰を促す側にとっては⾼付加価値業務の回帰が理想的
であり、外注型業務に⽐べ⾼付加価値型の業務と考えられる内製型の国内回帰を選択する
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企業を特に積極的に誘致する動機が存在するため、事業者ターゲティングによる選択的マ
ーケティングが有効と考えられる。（図 4-10） 
 
 

 
 
 
4.2.2. 国内誘致における課題認識 
 ⼀⽅で実際に導⼊運⽤される政策施策においては、特定の産業や企業規模によるターゲ
ティングが不明確な施策設計となっており、先に述べた様な企業の⾏動特性を利⽤した施
策の詳細化と運⽤による効果改善の余地がある物と思われる 4-14。別な調査 4-28 でも誘致対
象企業や産業に合わせた提案内容の作り込みが有効な対応として指摘され、南アフリカの
対外直接投資誘致では有効に活⽤されている。 
 また国内誘致を⾏うものの、誘致施策と社会政策が不整合する場合は効果を発揮しない
事例 4-22や、周知不⾜による企業側の認知⽋如と施策の網羅性に不⾜があり成果が乏しい事
例 4-20もあった。⽐較的成功例と考え易い事例の場合、単なる誘致施策としてではなく、産
業政策として政府のトップ機関が主導し、広範な施策を⻑期継続して実施する事で、企業を
引き寄せる産業集積や研究クラスター、⼈材層の構築に成功している様である。 
 
4.3. 外国投資制限による国内産業と資源の保護 
 経済発展の牽引役としての対外直接投資への期待が⾼く、各国政府がその誘致に努⼒を
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図 4-10 国内回帰誘致策 

出典：参照資料 4-20, 4-22, 4-32 より作成 
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怠らない⼀⽅、外国からの投資に対し⼀定の制限を課す政策や法律の導⼊が近年⾏われる
様にもなった 4-33。この背景には、国家間の地政学的な対⽴関係や、知的財産権の保護に対
する懸念、国家保有企業による投資⾏動の増加と中⽴性に対する懸念、国防及び国家安全上
の予防措置、といった様々な要因が存在する。 
 コロナ禍により新たに露呈した懸念への対応という側⾯もあり、例えば⾃国産業と企業
の保護の観点で、経済活動の低迷により敵対的買収の対象になり易い⾃国企業の保護を⽬
的とした法案 4-11も導⼊された。また⾃国内での必需品確保の観点から、製品種別や業種を
特定しこれら分野に関する輸出と企業買収を対象に⽀援策と規制を強化した国も複数存在
する。 
 こうした懸念が、例えば企業買収における取引の不認可や、⼟地買収の禁⽌あるいは権利
の制限、または市場における事業活動⾃体の禁⽌や制限、といった形で、投資⾏動の制限を
⽬的に法令の新設・改正を⾏なわれる事例が多数⾒られる様になった。こうした規制は、所
有者あるいは事業運営者の国籍・持分割合による制約、取引前申請による許可取得の要求、
継続的な規制実施、といった形で運⽤される 4-17。 
 
4.3.1. 外国投資制限を⾏う誘因 
 こうした規制強化の背景には、国家間の経済的地位の変動が地政学的な影響を与え得る
中、国⼒の維持増強の観点から産業政策が懸案と⽬される事、また特に近年では知的財産権
が重要な資産と⾒做される中、知的財産権の保護の観点で共通ルールの運⽤に対する認識
のズレが顕著となった事への懸念が存在した。 
 また近年の IT 技術の発達と普及は、仮想空間における他国施設への侵⼊や世論形成への
介⼊といった、政治的・経済的介⼊をも可能にした事で、通信・放送・遠隔操作・⾃動化に
関わる技術・事業の買収は、純粋に商業的な⾏為以外の観点でも管理・統制の必要性が認識
された。 

また最近の国家保有企業等による、産業・技術分野における企業買収の活発化は、低成⻑
に喘ぐ先進国を本拠とする世界的企業が、⽐較的⾼成⻑な国内経済による豊富な資⼒を背
景にした新興国企業により買収される事態を懸念する声に繋がり、上記の様な懸念が実現
する可能性を憂慮した事が、外国企業による買収規制の強化に繋がった。 
 
4.3.2. 外国投資制限の実施⽅法 
 2019 年の UNCTAD（国連貿易開発会議）の調査では、世界で導⼊された対外直接投資に
関する政策施策 107 件のうち、21 件は制限や制約を課す内容であったとしている。これら
施策は主に先進国で導⼊され、コロナ禍の影響から今後も増加する事が⾒込まれる 4-35。 
 分野別には国防上の懸念に基づく戦略的産業や、重要なインフラを対象とした対外直接
投資の制限の強化傾向が⾒られた。これら施策では、政府介⼊制度（ベルギー）、⼿続き強
化対象の拡⼤（フランス、⽶国）、指定産業での投資規制強化（フランス、イタリア、⽇本、
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ルーマニア）、国防への影響を検討する委員会の設置（イスラエル、南アフリカ）、情報開⽰
の強化（イタリア）、規制違反罰則の強化（イタリア）などが⾏われた。（図 4-11） 
 新興国においても同様に投資規制が導⼊された。これらは指定業種における制限（イン
ド）、最低投資⾦額の引上げ（ネパール）、収益還元契約における政府割り当て率引き上げ（ナ
イジェリア）、外国資本制限の強化（セネガル）など、現地産業・企業の保護や国家財政強
化に向けた制限強化であり、先進国の事例とは異なり外国投資の排斥⾊は⽐較的薄い。 
 企業買収に関しては戦略的重要性を帯びた国際企業買収事案への国家介⼊が⾏われ、
2019 年に持ち上がった買収額 5 億ドル以上の案件では、少なくとも 11 件が規制または政
治的な理由で成⽴しなかった。対象業種はエネルギー、⾃動⾞、IT、物流、電気ガス⽔道、
医療サービス、⾦融業、その他インフラ事業で、不成⽴の理由は国防で 3 件、独占禁⽌法で
3 件、その他規制上の理由で 5 件であった。 
 

 
 
 
4.4. サプライチェーン強靭化政策 
 2020 年に発⽣した新型コロナ感染症の世界的な拡⼤は、世界を跨るサプライチェーン運
営を⾏う産業・企業における、事業継続性維持の観点で⼤きな困難をもたらした。（図 4-12） 
世界各国で、社会的距離の拡⼤や公共スペースやオフィスの閉鎖から完全な封鎖に⾄る

まで、ウイルス蔓延に向けた厳格な対策実施を余儀なくされた。また労働者の移動が厳しく
制限された事により、あらゆる産業の⽣産活動停⽌や製品の出荷遅延を引き起こし、企業の

出典：参照資料 4-35 より作成 
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資⾦繰り悪化は、特に財務体質が脆弱な⼩規模企業において⼤きな悪影響を及ぼした。 
雇⽤への影響も⼤きく、ILO（国際労働機関）では 2020 年には全体の 8.8%に相当する２
億 55百万⼈分の労働時間に相当する雇⽤が、失業と時間短縮でそれぞれ半分ずつ失われた
とし、賃⾦換算では 2019 年世界GDP合計の 4.4%に相当する、3兆 70百万ドルに相当する
と推計 4-8している。 

 

 
 
 
また医療関係の必需品の供給不⾜が予想される中、⾃国分の確保優先のための輸出制限

が⾏われた事により、グローバル分散⽣産体制を維持する上で不可⽋な協調的な国際的な
関係が損なわれた点で、深刻な影響を与えた。 
 こうしたサプライチェーンの混乱、業界全体の事実上完全な閉鎖は、同時に前例のない需
要ショックに⾒舞われる事で、経済への深刻な影響を及ぼした。医療・衛⽣製品及び IT 製
品や加⼯⾷品など⼀部の製造業では、供給不⾜による価格⾼騰が発⽣したが、全般的な企業
売上は⼤幅な減少を記録した 4-9。 
 そうしたコロナ禍によるサプライチェーン活動継続を⽀援するため、各国政府は事業者
の存続、必需品の確保、雇⽤と経済の下⽀えに向けた、複数の施策導⼊を実施した。そうし
た対応の中で、経済合理性を超えた調達を確保すべき物品については、国内での製造により
調達を確保すべきとの考え⽅が⽀持され、国家資⾦による⼤規模な⽀援を⾏い産業移転の
誘導を⾏う例も現れた 4-5,4-6,4-18。（図 4-13） 

図 4-12 コロナ禍に発⽣したサプライチェーンの機能阻害 

出典：参照資料 4-8,4-9 より作成 
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 緊急事態への対応必要性の認識は「経済のグローバル化」の傾向からの反動もあり、⾃国
中⼼的で経済合理性を無視した政策⽴案に繋がる懸念も指摘されており、また⽣産地の地
理的な集約はむしろリスクに対する脆弱性を増す懸念もある事から、⻑期的には消費地を
中⼼とした地域毎の⽣産ハブの形成と地域毎の分散配置、という⽅針に落ち着くとの⾒⽅
が存在する 4-35。 
 

 
 
4.4.1. サプライチェーン強靭化に向けたアプローチ 
 こうした社会的な混乱が発⽣する中、各国政府はより強靭なサプライチェーンの構築の
必要性と、医療関連必需品の⾃国内での調達能⼒確保を念頭に、各種施策の導⼊を⾏なった。
これらは操業継続、必需品や材料の⽣産確保、事業再開・成⻑に向け、財政⽀援、規制緩和、
政府介⼊、基準提⽰などから構成される。 
 操業継続に向けては、事業と雇⽤の維持、原材料・部材の供給継続、より重要度の⾼い業
種・職種に向けた⽀援策が導⼊された。例えば企業の信⽤補償や従業員給与⽀援、税や社会
保険料、融資返済などに対する⽀払い猶予や繰延、課税免除、公共料⾦の減額、運転資⾦融
資などが⾏われた。 
 必需品や材料の⽣産確保に向けては、必需品の特定や調達戦略の策定、必需品の流通情報
の共有化⽀援、輸出規制と公的買取制度、⽣産能⼒の徴集も含めた確保と⽣産能⼒増加に向
けた⽣産能⼒転換向け投資⽀援などが⾏われた。 
 また、事業再開・成⻑⽀援として、コロナ禍での感染予防に配慮した事業再開基準の提⽰
や、⽣産性向上に向けた設備投資優遇、新技術やオンライン化も含めた新ビジネスモデルの
開発・適⽤に向けた⽀援、職業訓練への補助、国内への⽣産拠点移転補助などが⾏われた。

図 4-13 コロナ禍での必需品確保対応 

出典：参照資料 4-5, 4-6, 4-18 より作成 
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（図 4-14） 
 
 

 
 
  

図 4-14 コロナ禍対応の各国サプライチェーン施策 (1/2) 

出典：参照資料 4-9 より作成 
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4.4.2. サプライチェーンの国内回帰に対する懸念 
 過去 30 年余りの間に進展したグローバルサプライチェーン形成は、通信技術の発達、新
興国での賃⾦上昇と製造⾃動化技術の発達、地政学的なリスク、顧客及び市場での運営効率
性要求、環境負荷と倫理的調達要求の⾼まりなどを背景に、トレンドの変化が伺われてきた。
コロナ禍での必需品確保に向けた製造拠点の国内化の動きは、これを更に後押しする契機
となる可能性が論じられている。 
 サプライチェーンのリスク管理の観点では、製造国内化の動きは他国におけるリスク事
象への露出度を抑制する効果が期待出来るが、⼀⽅で経済的な効率性の⾯ではマイナスの
効果が懸念され、国家間での協議とリスク事象への対応ルール整備が望ましいとの指摘も
ある。 
 また製造国内化によりリスク事象が国内で発⽣した場合は、むしろリスクによる影響を
より⼤きく受ける事になる事から、「強靭化」で⽬指すべきは⽣産の「維持⼒」ではなく、
「回復⼒」であるとし、むしろ拠点の分散化や製品部材の共通化、情報の把握可視化を進め
るべきとの指摘もある。 
 
4.5. 政策についてのまとめ 
 本章では、企業⽴地に影響を与えた、政策施策の内容や影響についての事例整理により、
取り組み施策とそれらの期待効果を概観した。対外直接投資の誘致による産業クラスター

操業継続に向けた施策 必需品・材料の製造確保策 コロナ禍後の事業成⻑策

シンガポール

韓国

• S$40億+S$536億の運転資⾦・雇⽤維
持・再訓練・賃⾦引上げ補助
(Stabiliza0on and Support Package)

• 中⼩企業を中⼼とした企業向け事業継
続性指導と低利融資提供

• 個⼈事業主向け補助⾦

• 349兆ウォンの財政⽀援策（地主向け
税額免除、企業向け付加価値税免除、
消費者向け⾃動⾞及び省エネ家電購買
での消費税免除）

• 51.6兆ウォンの中⼩企業低利融資

• 保護具の⼩売価格の監視
• 国富ファンド(Temasek)によるマスクと
消毒液の⼩売流通⽀援

• コロナウィルス関連の化学製品輸⼊・
製造に対する公的⼿続き簡素化

• 事業成⻑と機能向上に向けた政府によ
る設備投資資⾦の1/3⽀援 (SG Together 
Enhancing Enterprise Resilience Program)

• ⽣産性向上投資に対する企業補助⾦の
追加給付

• ⼩売事業者オンライン化⽀援
• 26.3兆ウォンの経済構造改善施策
• 2022年までに100社の国内回帰を⽬指
し4.5兆ウォンの減税と⾦融⽀援

⽶国

• 2兆ドルの経済⽀援策。5000億ドルの
融資、3500億ドルの⼩規模事業者⽀援、
4830億ドルの給与保証及び医療制度改
善を含む。

• 83億ドルの臨時予算。10億ドルの低利
融資を含む。 (Coronavirus Preparedness 
and Response Supplemental 
Appropria0ons Act)

• 34億ドルの失業・疾病・傷病補助
(Families First Coronavirus Response Act)

• 国防製造法の適⽤による国内製造施設
の国防⽬的での利⽤ (The Defense 
Produc0on Act) 

• 医療機器製造会社における既存製品改
変と異業種による製造参⼊・増強への
規制緩和

• 輸出事業者及び⾦融機関向け⽀援の延
⻑

• アメリカ標準技術研究所(NIST)による
コロナ対応のプロジェクトに対する資
⾦提供

ニュージーラン
ド

• NZ$28億の加速償却での法⼈税削減
• NZ$6億の航空業界向け乗客数連動の政
府課税額の減免

• NZ$32億の給与補助⾦
• NZ$62.5億の中⼩企業融資保証

• NZ$500億のCovid-19対応再建基⾦（輸
出⽀援・R&D⽀援融資・中⼩企業オン
ライン化⽀援・観光業⽀援・Agri-tech
⽀援等）

図 4-14 コロナ禍対応の各国サプライチェーン施策 (2/2) 

出典：参照資料 4-9 より作成 
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の形成と技術波及効果の獲得、海外移転企業の国内回帰誘致による⾼付加価値職種の雇⽤
機会の増加、外国投資の規制においては国家安全保障や産業政策への配慮、サプライチェー
ン強靭化においては必需品と国内事業能⼒の確保、といった観点の効果を期待し施策運営
が⾏われていた。 
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5. 把握可視化の誘因 
 企業が事業拠点を⾃社と環境の状況に応じて選択し、世界中に展開する中でグローバル
化したサプライチェーンの運営を⾏う中、運営リスク対応策として拠点多様化と併せサプ
ライチェーンの状況把握を可能にする可視化に取り組む事となる。この取組はリスク対応
に留まらず、サプライチェーン全体での効率化獲得が期待され、データ共有による全体最適
を⽬指す取り組みが進められる。本章ではこれら取り組みへ誘因と課題の整理を通じ、事例
調査に基づく取り組みの概要と取り組み課題を⽰す。 
 より多くの市場機会とコスト効率性を求め、国際化した事業とそのサプライチェーンの
実現は、運営上の複雑性と地理的な広がりへの対処の観点から、情報通信技術の発展と普及
が⽋かせない要素として存在した。インターネットによる通信、ERPや SCMシステムによ
る企業や地域を超えた情報連携の実現は、事業活動の地理的な拡⼤を実現する上で、無くて
はならない機能を提供した。 
 ⼀⽅で複雑かつ国際化したサプライチェーンは、定常運⽤状態では想定されない多様な
リスク事象への脆弱性を内包し、事実これらリスクが現実のものとなった際には、個社単位
ではなくサプライチェーン全体としての共有情報の整備、それに基づくリスク事象の分析、
事象対応に必要とされる情報共有⼿段の不備が露呈し、これらの具備が急務となった。 
 更に情報通信技術の発達により、センサー、ロボット、⼈⼯知能、ビッグデータ分析の統
合的運⽤の可能性が⽰された事により、製造活動全体のデジタル化による、サプライチェー
ン全体の統合的運⽤による効率化、⼯程運営の⾃動化、製造運営の柔軟化とサービス進化ま
でを視野に⼊れた取り組みが⾏われる様になった。（図 5-1） 
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5.1. サプライチェーンリスクマネジメント 
 近年の世界的に相次ぐ感染症の感染拡⼤、気候変動を懸念させる様な「未曾有」の規模の
⾃然災害の連続的な発⽣、世界第１位と２位の経済規模を誇る⼤国間の地政学的及び経済
的な関係悪化と対⽴の表⾯化は、事業運営における対応の困難さの⾯でも被災時の影響の
⼤きさにおいても、世界的なサプライチェーンの運営者にとって⼤きな懸案であり、またサ
プライチェーンリスクマネジメントの重要性を認識させる契機となった。（図 5-2、図 5-3） 
 企業の海外進出による国境をまたがる事業運営、そして地理的に拡⼤したサプライチェ
ーンの運営には、必然的に関係する国・地域の数だけリスク要因が増える。特に海外展開が
安価な⼈件費と経済の急成⻑による新しい市場を求める⽬的であり、進出先は正常不安定
な国が多く、結果として世界の貿易に占める
政情不安定国の割合が増加した。また環境意
識と倫理的調達要求の⾼まりや、部材の調達
元分散を配慮した結果の間接的な特定サプラ
イヤーへの依存度の上昇への対処など、さま
ざまなレベルでのサプライチェーンの脆弱性
への対応策の必要性が認識された。（図 5-4） 
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出典：参照資料 5-12 より作成 
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 リスク事象への対応とその災害復旧の過程では、リスク事象がもたらす損害への対処⽅
策として、⾃社サプライチェーンが有す構造的なリスク要因の把握必要性が認識された。製
造拠点の地理的な集中や、サプライヤー情報の把握の不⼗分性、特定サプライヤーへの直
接・間接的な依存状態が問題視され、原材料や資材の調達元や経路情報の把握、ITによる情
報可視化と、それを使った拠点配置⾒直しやリスク分析、情報共有の強化が進められる様に
なった。 
 
5.1.1. リスク事象の発⽣ 
 近年の気候変動の懸念に呼応するかの様に、⾃然災害の件数と被害額の増加が顕著とな
って久しい。（図 5-5）洪⽔・地滑りなどの⽔害、台⾵・ハリケーンといった⾵害 5-11,5-12,5-13、
異常⾼⾳による⼲魃や森林⽕災、及び地震・噴⽕など 5-6は、いずれもリスク事象の発⽣の
予⾒が困難である⼀⽅で地域により繰り返し発⽣する性質を有し、発⽣被害の⼤きさと被
害が広範に及ぶ事から社会的な影響が⼤きく、事業運営継続に極めて⼤きな影響を与える
要因となる。（図 5-6） 
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⾦融危機以降の投資貿易に関する国際協議の論調は、⽶国による TPP 協議撤退と中国と

の対⽴に象徴される様に、国家政策における特定戦略的産業に対する競争⼒や雇⽤の維持
が、「国家安全保障」上の重要性と国家介⼊の正当性と共に認識される事で、次第に規制の
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出典：Natural Catastrophes on the rise - Number of relevant loss events by peril 1980-2019, Munich Re 

 

出典：Insured vs uninsured losses 1970-2019, Swiss Re  
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度合いを⾼める⽅向に転じ、多国間協定に代わり複数国間あるいは地域協定へ、また企業や
⼟地の取得や買収の規制・監視強化へと転じる変化を引き起こした。（図 5-7） 

 

 
 
 
特にコロナ禍での医薬品や医療⽤品をめぐる輸出規制と供給減少は、他国から必需品あ

るいはその資材の輸⼊国にとっての混乱要因となった。この混乱状況は、単なる産業政策以
上に公衆衛⽣や安全保障的な観点で問題視され、対象となる製品性質次第では、国が直接産
業界と協⼒して改善に当たる事も⾏われた。 
 
5.1.2. サプライチェーンリスク意識の⾼まり 
 企業活動の国際化の動機が、新市場の開拓と⼈件費格差の獲得が⼤きな要因である場合、
事業活動の展開先が社会的に不安定な国・地域である可能性と割合が⾼まり、事実輸出額に

出典：参照資料 4-35 より作成 
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占める政情不安定国の占める割合は増加傾向にある。（図 5-8）こうした国々では社会的な
不安定性以外にも、通信などインフラ整備の遅れや品質の問題を抱え、⾃然災害 3-22や感染
症 5-9などへの脆弱性を有し、現地通貨の為替変動性が⾼く、交通物流サービスも不安定で
ある事が多く、事業運営の困難さが増す。 

 
 
 
 
 サプライチェーン末端に位置する最終製品の製造企業は、リスク管理対応の⼀環として
複数購買を進めつつ、継続的なコスト改善をサプライヤーに求めるが、サプライヤー側で
は規模の経済獲得のために取引先を増やす対応を⾏う。こうした優勝劣敗の構図の中で、
川上側のサプライヤーが結果として、特定事業者に集約していたため、過去に発⽣したリ
スク事象では重⼤なサプライチェーンの機能不全に繋がった 5-27。 
環境意識や持続可能性、倫理的調達に対する要求の⾼まりにより、多数の国でサプライチ
ェーンを運営する企業にとっては、原材料の調達や製造を含めた事業⾏動及び最終製品の
環境負荷に関する、それぞれの国での規制対応が必要となる。（図 5-9）⼀⽅で規制対応に
よる製品差別化や付加価値向上機会が期待出来る点を評価し、積極的に取り組む動機も存
在する。 
 
 
 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2004

2009

2014
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図5-8 政情不安定度のパーセンタイルグループ毎の
世界製品輸出額に占める割合の推移

（安定度の低い順にグラフ左から右に輸出額を⽰す）

0-10% 10-25% 25-50% 50-75% 75-90% 90-100%

出典：Worldwide Governance Indicator, World Bank Group における” Political Stability 

and Absence of Violence/Terrorism”での国別パーセンタイルデータに基づき作成 
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5.1.3. リスク事象発⽣時の対応強化 
 様々な事象に対応した事例の調査が⾏われているが、概ね「リスク分析・計画」「調達リ
スク対応」「IT 技術の装備」により対応が⾏われている 5-5。「リスク分析・計画」において
は、サプライヤー、調達・配送経路、製造拠点の体系的な整理により、障害となり得る経路
や障害からの回復所要時間の予想、代替調達配送経路の検討が⾏われる。これらをコンピュ
ータモデル上に再現した、仮想的なサプライチェーンを再現し⾏われ、様々なリスクシナリ
オに応じた検討を⾏う事が可能である 5-19。 
 「調達リスク対応」においては、上記分析を可能にするサプライヤー情報の収集やサプラ
イヤーの評価、サプライヤーの追加・変更を通じて、複数購買体制の充実とリスク事象時の
対応⼒に優れたサプライヤーの確保を⾏う。サプライヤーに対しては、製造活動の複数拠点
化や納期の保証と年次の実績なども勘案の上、継続的に評価を⾏う対応が⾏われる。 
 上記の検討や評価を⾏う上で必要な、サプライチェーン関連情報の集積や、それらを使っ
たリスク分析・対応計画の作成、サプライヤーとの情報共有を実現する、といった機能を担
う IT技術の活⽤も併せて⾏われる。（図 5-10） 
 
 
 
 
 

出典：参照資料 4-35 より作成 
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ネッワーク機器製造（⽶） 医療機器製造（⽶）

契機となったリスク事象 カタリナハリケーン(2005) Covid-19 (2020/1-)

業種 ICT関連製造業（ネットワーク機器） 医療機器（⼼臓ペースメーカー）

リスク事象

• ハリケーン被害回復過程で、サプライ
チェーン透明性⽋如を問題視

• 製品の95%以上を外部委託製造し、かつ
顧客別仕様対応を⾏うビジネスモデル

• 10年で160社を買収し成⻑した事による、
複雑なサプライチェーン

• 仮想サプライチェーンでのシナリオ分析
により、代理店・卸業者経由販売チャネ
ルにおける、在庫補充リードタイムの⻑
さによる⽋品リスクが明らかとなった事

• 社内のデータ分散

リ
ス
ク
対
応

リスク分析・計画

サプライチェーンマッピング サプライチェーンマッピング

ボトルネック把握 ボトルネック把握

回復所要時間試算

調達リスク対応

複数調達

サプライヤ情報把握

サプライヤ評価

IT装備
災害情報連動被災状況共有システム 仮想サプライチェーンモデル

試算に要すデータの⾃動⼊⼿・更新

⾃動⾞製造 建設機械製造

契機となったリスク事象 東⽇本⼤震災(2011/3) 新潟中越地震 (2004/10)
東⽇本⼤震災(2011/3)

業種 ⾃動⾞製造業 建設機械製造業

リスク事象

• 地震被災後、被害把握に３週間、２週間
の⽣産停⽌と半年間の減産を余儀なくさ
れた事

• 特定サプライヤへの間接的な依存状況が
露呈し、事業回復において⼤きな障害と
なった事

• 調達品が製造原価の90%に達する、サプ
ライヤ依存度の⾼さ

• サプライヤ情報の分散・陳腐化・可視化
不⾜（例：地図情報との連携）

リ
ス
ク
対
応

リスク分析・計画

部品規格化・共通化

⽣産分散

調達リスク対応

複数調達

サプライヤ情報把握

サプライヤ評価 サプライヤ評価

IT装備
サプライヤ情報データベース サプライヤ情報データベース

サプライチェーン管理システムの災害情報
連携

図 5-10 事業継続性リスク対応改善の事例 (1/3) 

出典：参照資料 5-7, 5-11, 5-12, 5-23 より作成 

 

図 5-10 事業継続性リスク対応改善の事例 (2/3) 

出典：参照資料 5-34, 5-35 より作成 
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5.2. Industry 4.0 
 情報通信の新技術適⽤によるサプライチェーン運営の進化は、リスク事象への対応強化
以上に効率化実現を動機として広く取り組まれる。導⼊される技術には、ロボット技術、モ
ノのインターネット（IoT）、3D プリンティング、クラウドコンピューティングなどが含ま
れ、技術の統合と連携による⼯程の効率化と⾃動化、⽣産性への影響を最⼩限に抑えた多品
種少量⽣産、在庫を抑制したオンデマンドでの消費地における⽣産の実現、などの改善実現
が期待される 5-20。 
 ⽣産活動のデジタル⾰命の総称としての Industry 4.0は、製造活動、製品機能、労働及び
サプライチェーン運営の４つの分野における「スマート化」である。統⼀的な定義は無く概
念の発展と共に新しい要素が取り込まれ進化をしている様ではあるが、それぞれの分野に
おいて「データ統合を通じた⾃動化と柔軟性を備えた製造⼯程運営」、「情報機能の製品への
内蔵による機能向上」、「情報技術による労働⽀援」、「情報通信を通じたサプライチェーン全
体の統合」などの実現を⽬指すものと理解される 5-13。 
 ⾼い期待が寄せられるサプライチェーンのデジタル⾰命だが、その実現に向けての課題
も多い。情報装備への投資が先⾏する事や、サプライチェーン全体での取り組みとなる事、
デジタル化に伴う事業組織や個々⼈の働き⽅への影響や変化に対する抵抗や導⼊スキルの

地震 コロナウィルス

発⽣時期 花蓮地震(2018/2, 2019/4) Covid-19 (2020/1-)

研究対象地域 台湾 ⽶国

研究対象業種 ICT関連製造業 同左

リスク事象 • 地震被災による部品供給・製品物流の停
⽌、内部⼯程混乱・代替調達不全

• グローバルサプライチェーン停滞に伴う
部材・製品供給遅延・停⽌

• 特定国への依存体質露呈と事前把握が⾏
われていなかった事

推
奨
対
応

リスク分析・計画

リスク事象の分類・分析

代替物流経路の計画 代替物流経路の計画

最適在庫（⾃社・サプライヤ）

調達リスク対応

複数調達 複数調達

サプライヤ側の複数⽣産拠点維持

サプライヤ情報把握・年次評価 サプライヤ情報把握

IT装備
クラウド利⽤によるデータ喪失防⽌

IT管理運営の外注化

図 5-10 事業継続性リスク対応改善の事例 (3/3) 

出典：参照資料 5-5, 5-6 より作成 
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不⾜など、取り組みへの意思決定を阻害する要因が指摘される。また⼀定のデータの共有を
前提とする取り組みである事が、情報プライバシーやセキュリティーや、機密及び事業ノウ
ハウ漏洩、利害相反への懸念といった要因に対しても対応が求められる。 
 
5.2.1. Industry 4.0が⽬指す姿 
 先に挙げた４つの技術、ロボット技術、モノのインターネット（IoT）、3D プリンティン
グ、クラウドコンピューティングにより実現を⽬指す効果を図⽰する。（図 5-11）製造のス
マート化では、製造⼯程のデータ可視化による垂直統合化を通じた、製造の遠隔監視や部材
のトレーサビリティ実現、ロボットや仮想化技術の導⼊を通じた製造⼯程の⾃動化と遠隔
運営を通じて、多品種少量⽣産やマスカスタマイゼーションへの対応が可能な、柔軟で⾃律
的な製造活動運営の実現を⽬指すものである。⼈⼯知能の担う役割は⼤きく、⽣産⼯程での
機器保全や品質管理強化を通じた製造コスト削減、需要予測や⽣産計画の最適化などを⾏
う。 
 製品のスマート化では、製品にセンサーを搭載しネットワーク内の他の機器やシステム
と接続する事で、検出した製品の使⽤状態をクラウドサービスに接続し、分析アルゴリズム
による製品設定の修正・最適化や、予測診断、製品に追加してサービスを提供する事も可能
する。 
 

 
 
労働のスマート化では、⽣産性向上のため、より良い労働条件の提供と製造現場データへ

の遠隔アクセス提供やモバイルデバイスによる運⽤の遠隔制御も⽬的とされる。これは意

Industry 4.0導⼊の進展状況

運⽤柔軟化

受動的スマート化
（接続性・監視・操作）

能動的スマート化
（最適化）

⾃律的スマート化
（⾃律化）

遠隔監視・協調ロボット 遠隔運営 拡張・仮想現実

他社部⾨連携した
デジタルプラットフォーム

他社連携した
デジタルプラットフォーム

顧客と連携した
デジタルプラットフォーム

クラウド IoT ビッグデータ 分析

垂直統合 省資源 トレーサ
ビリティ ⾃動化 仮想化

ステージ１ ステージ２ ステージ３

製造のスマート化

製品のスマート化

労働のスマート化

サプライチェーンの
スマート化

要素技術

図 5-11 Industry 4.0の導⼊により⽬指す姿とその過程 

出典：参照資料 5-13 
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思決定情報の可視性と決定プロセスが改善される。また VRは製造メンテナンスの労働者訓
練や、製品開発活動での製品の仮想モデルでの⽋陥検出に役⽴つ。また協調ロボットが⼈間
の活動を⽀援し製造作業が改善される。 
 サプライチェーンのスマート化では、製造注⽂情報のサプライヤーや流通センターとの
リアルタイム共有や、部材のトレーサビリティ向上、⾃律誘導による物流改善が⾏われる。
部材・製品の遠隔追跡・監視情報をサプライヤーとリアルタイム共有し、在庫量の最適化や、
⼯場の製造スケジュールの同期化、顧客要求に応じた配送の最適化を可能にする。 
 
5.2.2. Industry 4.0を⽀える技術 
 Industry 4.0 は⼀般には、スマートファクトリー運営を通じた、調達製造販売を含めた全
体整合的な効率性と、付加価値の向上を⽬指す取り組みと理解される。その主な利⽤技術と
して、通信に接続されたセンサー(IoT)、ロボット技術、⼈⼯知能、ビッグデータ分析が挙げ
られ、これらの統合的運⽤実現のためには、更にその周辺技術の導⼊が必要となる。（図 5-
12） 
 製造⼯程の垂直統合実現には、センサー導⼊に加え、製造装置の⾃動制御を⾏う PLC、⼯
程管理・実施を担う MES（製造実⾏システム）、⼯程も含めた全体監視を⾏う SCADA（監
視制御システム）、各種計画機能を担う ERP、といった装備を必要とする。これにより製造
⼯程のデータ可視化の実現を通じて、製造運営の遠隔監視、環境負荷の計測と抑制や、部材
製品のトレーサビリティが実現する。 
 
 

 
 
 

分類 ⽅策例

事業モデルの⾰新

SFA連携による製品需給調整の⾃動化

顧客設置機器等からのデータ活⽤による保守効率化・ダウンタイム削減

Webでの特注仕様受付と3Dプリンティングによるマスカスタマイゼーション

⽣産⼯程の効率化

Web-EDIと3D-CADによるサプライヤ連携

PLMとERP連携による開発と⽣産の連携

MESとIoTの連携によるライン稼働状況のモニタリング

労務⼯数予測改善によるスマート労働計画

サプライチェーン効率化

発注・在庫情報のサプライヤ共有

倉庫・輸送状況の監視・可視化と納期管理・在庫圧縮

サプライチェーンリスク管理の予測分析

図 5-12 Industry 4.0導⼊により実現を⽬指すメリット 

出典：参照資料 5-20, 5-29 より作成 
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 製造⼯程の⾃動化は、ロボットや装置間の通信を担うM2Mの導⼊を伴い、製造⼯程の仮
想化は、製造作業のシミュレーションや、⼈⼯知能による⽣産計画化や故障予測など情報分
析に基づく⽰唆の抽出を⾏う CPS の導⼊により実現する。これにより製造運営の遠隔運営
や、サプライヤーとのデータ共有による部材調達から製造⼯程までの⾃動化が実現する。 
 更に製造⼯程の運⽤柔軟化として、多品種少量⽣産を⾏うダイナミックセル⽣産の実現
や、3Dプリンティング技術によるマスカスタマイゼーション⽣産が⽬標とされる。ここで
は顧客あるいは顧客拠点に設置された機器から、デジタルプラットフォームを通じて⼊⼒・
送信された注⽂に応じて、⾃律的な⽣産⼯程運営により⾏い、製造⼯程の管理は VRを通じ
て⾏われる、という将来像が期待される。（図 5-13） 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

航空機製造（EU） 電機機器製造

業種 航空機製造業 電気・電⼦機器製造業

取組概要

• 企業グループの防衛及び宇宙事業部⾨は、
IoTの活⽤により運営上の柔軟性と最適
化を実現する取り組みを実施

• スペインの2⼯場にてIoTと連携したサイ
バーフィジカルシステムの導⼊を実施。

• 当該電⼦製品⼯場は、デジタル化投資を
本格化した 2015年以降4年間で40%の⽣
産量増加を実現

• 設計・⽣産・出荷まで全ての過程のデジ
タルツインを使ったデジタル化に取り
組み、⾃動化率は75%に達する。

観
点
別
進
展
度
合

製造のスマート化
ステージ２ ステージ２

⾃動化した⼯程、仮想システムでの設計・
分析・試験・検証・運転

75%に達する⾃動化率・仮想システムでの
試作・動作・製造検証

製品のスマート化

労働のスマート化
ステージ２ ステージ１

遠隔⼯程管理・遠隔運営 サプライチェーン管理・稼働状況・寿命予
測シミュレーション

サプライチェーンの
スマート化

ステージ２

部品・部材供給・出荷のシミュレーショ
ン・最適化

図 5-13 Industry 4.0導⼊事例 (1/3) 

出典：参照資料 5-2, 5-28 より作成 
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電機機器製造 建設機械製造

業種 電気・電⼦製造業 建設機械製造業

取組概要
• IoTやロボットによる⾃動化など、デジ
タル⾰新の導⼊を進める。

• ⽣産効率を⾼めスペースや⼈員の余裕
を新規事業に回すことを⽬的とする。

• グローバルで⼯作機械やロボットを繋ぎ、
品質と⽣産能⼒・効率を⾼める。

• 世界中の⼯場からデータ収集し、各拠点、
設備に応じた改良プログラムを配信し、
⽣産性を改善。

観
点
別
進
展
度
合

製造のスマート化
ステージ２ ステージ２

⾃動化した⼯程、仮想システムでのライン
設計・シミュレーション

仮想システムでの作業⼯程解析・修正プロ
グラム遠隔配信による改善

製品のスマート化

労働のスマート化
ステージ１ ステージ１

作業・⼯程の⾒える化 作業・⼯程の⾒える化・遠隔監視

サプライチェーンの
スマート化

ステージ１

⽣産委託先の協⼒⼯場でのIoT導⼊とデー
タ共有

物流サービス１ 物流サービス２

業種 運送業 運送業

取組概要
• 2020年までに倉庫内作業の⾃動化を⽬
指し、物流センターの⼀部を使⽤して
R&Dセンターを開設、様々な⾃動化・
省⼈技術の導⼊研究を実施。

• (1)⾃動運転技術を活⽤したトラック隊
列⾛⾏(2)先端技術による物流センター
の無⼈化・省⼒化(3)⼈⼯知能(AI)活⽤の
物流ソリューション(4)ドローンの多⽬
的活⽤(5)トラックマッチング (求荷求
⾞)のシステム化などの研究・開発を推
進。

観
点
別
進
展
度
合

製造のスマート化
ステージ２ ステージ２

ケース投⼊・⼊庫検品・ピッキング・搬
送の⾃動化 搬送・ピッキング⾃動化・遠隔操作

製品のスマート化

労働のスマート化
ステージ１ ステージ１

デパレタイズ・ピッキング・搬送ロボッ
トとの協調作業 ピッキング協調ロボット導⼊

サプライチェーンの
スマート化

図 5-13 Industry 4.0導⼊事例 (2/3) 

出典：参照資料 5-1, 5-14 より作成 

 

図 5-13 Industry 4.0導⼊事例 (3/3) 

出典：参照資料 5-25, 5-30,5-31,5-32,5-33 より作成 
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5.2.3. 導⼊における障害 
 企業が Industry 4.0対応を⾏う際の障害は重層的に存在し、導⼊段階の進展毎に異なる観
点での合意形成と対処による課題解決を⾏う必要がある 5-10。導⼊を検討する当初は導⼊の
是⾮が問われ、導⼊時には組織的あるいは技術的な障害が発⽣し、メリットを活かす段階で
は運営⾯での障害に直⾯する事となる。（図 5-14） 
 
 

 
 
 

 

分類 ⽅策例

データ共有の推進上の課題

利害相反関係との折り合いの付け⽅

経営層の無関⼼・変⾰への個⼈及び組織的抵抗

施策投資効果に対する疑念・先⾏投資を要す事

データ共有実現上の技術的課題

標準的な規格が無く、データの品質・粒度・形式・定義が多様である事

利⽤システム、部⾨、国、法⼈間でのシステム分断とて作業によるデータ加⼯

プライバシー・セキュリティ上の懸念

データ活⽤上の課題

データ量の増⼤により、⼈的な処理では対応できなくなる事

内部・全体での運営統合が⽬的である事から、打ち合わせが頻発する事

試⾏錯誤を通じた、事業⽬標・戦略・施策の⾒直し・変更対応

• 把握可視化の進化の応じて、多層的な障害を克服する必要がある。

データ量過多

データ規格・
品質問題

データ共有と
利害相反

プライバ
シー・セキュ
リティ

訓練・スキル
向上負担

従業員・管理
職の抵抗

変⾰への組織
的抵抗経営層無関⼼

投資タイミン
グ判断困難投資効果疑念財務負担

Industry 4.0対応
検討

Industry 4.0導⼊
(データ取)

Industry 4.0導⼊
(⾃動化)

• 検討中・導⼊
未定

• 統合化
• データ化

• ⾃動化
• 仮想化

導⼊スキル不
⾜

Industry 4.0導⼊
(運営柔軟化)

• 運営柔軟化
• 製品・サービ
ス進化

• 導⼊是⾮の判断

• 技術的障害

• 導⼊後の運営問題

• 限定的統合 • 社内統合実現 • 取引先と連携 • 顧客との連携

製造のスマート化
段階

サプライチェーン
のスマート化段階

• 組織的障害

図 5-14 Industry 4.0導⼊時の障害 (1/2) 

出典：参照資料 5-8, 5-20, 5-29 より作成 

 図 5-14 Industry 4.0導⼊時の障害 (2/2) 

出典：参照資料 5-13 より作成 
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導⼊是⾮の判断では、効果実現に向けたサプライチェーン全体での取り組みが必要とな

り、その⾜並みを揃える事が要求される。またセンサーの設置やシステム導⼊に伴う設備投
資は、財務的な制約や投資効果に対する疑念といった内部的な検討にも前向きな答えが要
求される。 
 導⼊段階においては、デジタル技術導⼊伴う組織及び個⼈単位での変化対応に消極的な
姿勢が存在する場合や 5-8、無関⼼により変化対応によるメリットを認識出来ず導⼊が進ま
ない事 5-18、⼯程効率化に向けたプロセス⾰新や IT導⼊・強化に必要な技術的知識の不⾜、
導⼊により⽣ずる変化への対応に向けた職業訓練によるスキルの向上への⽀援の不⾜が、
導⼊上の障害となる事が予想される。 
 活⽤段階においても、共有するデータの品質や基準不統⼀による運⽤困難、データに関す
るセキュリティー5-4とプライバシーの問題対応、機密情報やノウハウの漏洩、利害相反への
懸念などが障害要因となりうる。データも含めたセキュリティー対応については、ISO28000
が策定され、資⾦決済、情報管理、製造、輸送、在庫を網羅するシステム体系として、企業
単体のみならずサプライチェーン全体での導⼊活⽤が可能となった。この活⽤については
まだ課題が多い様であるが、セキュリティー対応への認識の向上や、導⼊⽀援に必要な⼈材
とサービスの充実次第で普及し得るものと思われる。（図 5-15） 
 
 

 
 
 
5.3. 把握可視化の誘因のまとめ 
 本章では、サプライチェーンのリスクマネジメントとその効率化に関する取り組み事例
に基づき、取り組みに対する誘因、概要と課題の整理を⾏なった。リスクマネジメントの観
点では、グローバル化したサプライチェーンと事業環境の変動性増加により、リスクマネジ

概要 導⼊障壁

• 組織的な管理システムの導⼊・改善・維持・確⽴を
⾏うことを⽬的とする

• 費⽤:導⼊費⽤・登録・認証・監査費⽤負担・危険物
廃棄費⽤の⾼さ

• 資⾦決済・製造・情報管理・輸送・在庫を網羅した
基準

• 資源:⼈材・スキル不⾜・データ品質と情報共有の⽋
如

• 事業運営者とサプライチェーンの2つを対象とした規
格 • 組織⽅針:経営層の無協⼒・組織⽅針の不明確さ

• PDCAサイクルに基づくサプライチェーンへの適⽤を
想定

• メリット理解不⾜:顧客の無関⼼・仕⼊れ先企業の無
関⼼・導⼊メリットの不明確さ

• 企業規模の⼤⼩、サプライチェーン上の位置付けを
問わず利⽤可能

• 法的整備:政府指導の不⾜・法的根拠の不⾜・法制度
の陳腐化

• セキュリティ管理システムの裏付けとして、あるい
はシステムのチェックリストとしての利⽤が可能 • ⼿続き:書類作成量・複雑な提出書類

• 管理⽅針・リスク評価と計画・導⼊と運⽤・確認と
修正・監査と継続的推進の5項⽬で構成 • 導⼊運営:導⼊指導の不⾜・公式な導⼊⽀援の不在

図 5-15 ISO28000によるセキュリティー対応 

出典：参照資料 5-4 より作成 
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メント⼒の強化が必要となり、「リスク分析・計画」「調達リスク対応」「IT技術の装備」と
いった対応が⾏われた。また、サプライチェーン効率化を⽬指す Industry 4.0対応は、効率
化に留まらない、製造活動、製品機能、労働及びサプライチェーン運営の４つの分野におけ
る「スマート化」を⽬指した意欲的な取り組みであるが、その実現には個⼈・法⼈・企業間
の利害と動機の整合が必要とされ、費⽤や技術スキル負担と並び、重要な課題と⽬される。 
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6. ブロックチェーンの活⽤について 
サプライチェーンの把握や可視化に向けた取り組みに、ブロックチェーン技術の活⽤が
挙げられる。⾦融業界で活⽤が進んでいたブロックチェーン技術は、⾷の安全性が求められ
る⾷品業界や、偽造薬品からの消費者保護を求める医薬品業界、環境規制対応が求められる
⾃動⾞業界、効率化・デジタル化が求められる物流業界などのサプライチェーンにおいて、
活⽤の検討や実証が進んでいる。ここでは、ブロックチェーンの概要に触れたうえで、ブロ
ックチェーンのサプライチェーンへの導⼊における導⼊の要因、効果、障壁について、業種
の違いも踏まえつつ整理する。 
 
6.1. ブロックチェーンの概要 
ブロックチェーンは、改ざん不能な分散台帳という特性から、組織をまたぐデータベース

という特性があり、複数組織が関わるサプライチェーンへの適⽤について検討が進められ
ている。ここでは、ブロックチェーンのサプライチェーンへの導⼊における導⼊の要因、効
果、障壁を整理するにあたり、技術の仕組みと技術特性について触れる。ブロックチェーン
の仕組み（6.1.1）および技術特性（6.1.2）は、サプライチェーンへのブロックチェーンの適
⽤に関する 178 本の論⽂をレビューした論⽂ 6-37を参照した。 
 
6.1.1. ブロックチェーンの仕組み 
ブロックチェーンは、不変で改ざん不能な分散型台帳の技術であり、すべての取引がユー
ザーによって検証され追跡可能であり、共有され同期された環境で活⽤される。これにより、
ネットワークのすべてのメンバーが、信頼された権威を必要とせずに、安全にやりとりでき
る分散型環境が実現される。それゆえ、分散合意を通じて全ての取引を検証し保存すること
で、中央機関が不要となる。図 6-1 は、これらの機能を備えたブロックチェーンを実装する
ために、ブロックチェーンを使って取引を⾏う際の典型的な「ワークフロー」を⽰している。
ただし、このワークフローは、どちらかというと標準的なものであることに留意する必要は
ある。 
ブロックチェーンは、⼀連の接続されたブロックを介して形成されており、取引履歴は簡
単に以前のブロックを介してトレースすることができ、これにより透明性と信頼性の⾼さ
を実現する。各ブロックにはユニークな IDが含まれており、⼀つ前のブロックのハッシュ
値を持っており、これにより取引の安全性が確保されている。全ての取引は、そのネットワ
ーク内のユーザーによって検証され、記録される。また、それら取引はタイムスタンプが押
され、時系列に並べられ、前のブロックと接続され、⼀度ネットワークに追加されると不可
逆的になる。このようなブロックチェーンの全体的な構造が、ブロックチェーンを「信頼さ
れる技術」にしている。ブロックチェーンを信頼され、安全で透明性の⾼いものにしている
最も重要な機能の⼀つが、いわゆる「コンセンサスメカニズム」である。記録はハッシュ値
を介してリンクされたブロックに埋め込まれており、システムに新しいブロックを追加す
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るかどうかの決定はコンセンサスメカニズムを通じて⾏われる。既存のブロックを変更す
る場合、ブロックを変更しようとする者は全ユーザーと競い、分散型台帳がコラボレーショ
ンメカニズムによりヒストリカルデータの保護を維持することを可能にするより⻑い⼀連
のブロックの枝を構築しなければならない。 
 

図 6-1 ブロックチェーンのワークフロー 

  
 
6.1.2. ブロックチェーンの技術特性 
ブロックチェーンに特有であり、将来の産業への応⽤に有望である特性として、次の点が
挙げられる。 
• 分散性：システム上のデータは、複数のシステムでアクセス、監視、保存、更新が可
能である。 

• 透明性：データはネットワーク上に記録・保存され、ネットワークからのコンセンサ
スを通じて可視化され、追跡が可能になる。 

• 不変性：ブロックチェーンはタイムスタンプを提供し、不変性を確保する。 
• 不可逆性：過去に⾏われたすべての取引について、各ブロックチェーンには検証可能

な⼀定の記録が残されている。 
• ⾃律性：ブロックチェーン上の各ノードは、第三者の介⼊なしに⾃分⾃⾝で安全にデ

ータにアクセスし、転送し、保存し、更新することができる。 
• オープンソース：ブロックチェーンは、ネットワーク内のすべての⼈にオープンソー

スのアクセスを提供する。 
• 匿名性：ノード間でデータ転送が⾏われるため、個⼈の⾝元は匿名のままである。 
• 所有権と独⾃性：ブロックチェーン上で交換されたすべての⽂書は、⼀意のハッシュ

コードで所有権の記録を保存する。 
• 実在性：すべての製品はブロックチェーン上にデジタル記録⽂書を持ち、その真正性

と出所を証明する。 
• 契約の⾃動化（スマートコントラクト）：契約を実⾏するための⼩さなコンピュータ

化されたプログラムであり、より良いセキュリティーと低い取引コストを提供する
ことで、通常の契約の必要性を置き換える。スマートコントラクトには通常、取引に
関わるすべての当事者に適⽤されるルールや罰則、アクションなどの条件がコード
化されており、サプライチェーンにおける迅速な対応業務をサポートする。 
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6.2. ブロックチェーン導⼊を促す要因 
サプライチェーンは⾮効率性を孕んでいることに加えて、顧客ニーズや SDGs 観点から

の可視化の必要性、リスクイベントに対するレジリエンス強化に対する要請があり、ブロッ
クチェーンがこれらに対する解決になる可能性について検討が進んでいる。また、技術・研
究の進展や、業界団体による導⼊促進、各企業による新規事業ニーズもこれに追い⾵となる。
図 6-2 において、サプライチェーンにブロックチェーンの導⼊を促す要因をまとめた。以下
にそれぞれの項⽬について触れる。 
 
6.2.1. サプライチェーンの現⾏の取引における⾮効率性 
 サプライチェーンは複雑で参加者が多いうえにアナログな部分が多く、デジタル化によ
り⾮効率が解消されトレーサビリティを担保する余地が残されている。例えば、⾃動⾞業界
でサプライチェーンに参加する各社は、部品の出所やサプライルートの把握など透明性担
保のための業務的対応を必要とする。また、⾷品業界をはじめとする主に製品に安全を要す
る業界で、製品や貨物の安全性や完全性、セキュリティーが、⼩売店や消費者に届くまでの
間担保されていない。海運業界では、書⾯による帳票管理がなされ電⼦的に安全に共有でき
る⽅法が不⾜しており、⼿作業かつ時間がかかる。また、⾼コスト・低レベルのサービスも
⽣じている。また、同業界では、様々なファクターが影響し関係者が多くプロセスも複雑で
規制遵守が困難であり、契約条件合意と保険⾦⽀払いに時間を要する保険料の設定に複雑
さが残る。トレードファイナンス業界における記録追跡の標準化が進んでいない。⽇系製造
業と銀⾏グループの共同実証においても、グローバルの資材調達・受発注・⼊出⾦・部品在
庫等の管理において、業務効率向上の余地があり、更に企業側の受発注システムと銀⾏サー
ビスをシームレスに連携させることで、サプライチェーン・ファイナンスへの応⽤が期待さ
れている。 
 
6.2.2. 顧客ニーズや SDGsの観点からの可視化の必要性 
 建設業界のサプライチェーンにおいては、情報仲介者を介することによって、余分な遅
延・コストや正確・過不⾜ない情報伝達が損なわれる恐れが指摘される。⾷品業界では、⾷
品による環境破壊等を受けて、環境等でのコンプライアンスが求められている。ダイヤモン
ド業界等においては、倫理的調達も求められる。海運物流等において、信頼性の⾼い情報の
不⾜による問題点も挙げられている。具体的には、「書⾯による帳票が多く電⼦的に安全に
共有する⽅法は乏しい。」、「サプライチェーン参加者間の情報共有ができていない。EDI
（Electronic Data Interchange）による⺠⺠・官⺠業務の情報共有はあるものの開発難度が⾼
く、機密性の⾼い情報の安全な共有ができず普及できない。」、「リスク分散のための情報が
不⾜、信頼性に⽋けるため、通関を許可するまで時間がかかり、産地偽装など不正が⽣じや
すい。」といった点である。更に、⾷品業界等において、密輸と偽装の問題も指摘されてい
る。 
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 消費者の問題意識や関⼼、期待の⾼まりも、サプライチェーンへのブロックチェーンの導
⼊の誘因となりうる。例えば、⾷品に対する意識や期待の⾼まりが挙げられる。また、組織
間のコラボレーションのための機密情報共有と可視性両⽴のための信頼関係構築のニーズ
が挙げられる。更に、利害関係者のマネジメントも求められる。 
 
6.2.3. レジリエンス強化の必要性 
 リスクイベントの発⽣によりレジリエンスの強化の必要性が認識される場合もある。コ
ロナによりサプライチェーンが分断したことを受け、サプライチェーンのレジリエンスに
焦点が当たった。製造業（⾃動⾞・電気・医薬等）やサービス業（航空・リテール・輸送等）
のように規模が⼤きく世界に跨がるサプライチェーンは、過去 20 年でのサプライチェーン
パートナーとして中国に⼤きく集中しており、これにより⼤きな影響を受けたことも背景
の⼀つである。 
 
6.2.4. 技術・研究の進展 
 ブロックチェーンに関する技術・研究が進展してきたことも、企業にとっての導⼊のイン
センティブを⾼める⼀つの要因である。調達、信頼、フレキシビリティ、協調、サプライチ
ェーン可視性、ビッグデータ及び予測分析とブロックチェーン等新興技術の役割を議論す
る研究が、サプライチェーンレジリエンスの⽂脈で多数⽰されたことが挙げられる。また、
ブロックチェーンは、サプライチェーンシミュレーションによりレジリエンスを向上させ
る⼀つの⽅法とされるデジタルツインと接続することで、⼯場内での継続的なデータ取得
を可能にする重要な要素でもあると指摘されている。さらに、Industry 4.0 のスマートファ
クトリーに対するブロックチェーンの応⽤に関する研究も進められ、この応⽤に関して、バ
リューチェーンの垂直／⽔平統合、デザインとエンジニアリングの統合が可能などといっ
た利点が指摘されている。加えて、IoT、5G、クラウドコンピューティング、エッジ／フォ
グコンピューティング、データサイエンス等の様々なセンシング、通信、ストレージ、処理
技術が、サプライチェーンのデジタル能⼒を強化していることも、サプライチェーンへのブ
ロックチェーン導⼊の推進要因として指摘されている。 
 
6.2.5. 業界団体による導⼊促進 
 ⾷品業界では、⽶国を本社とするコンピュータ関連企業が主導する⾷品のトレーサビリ
ティ強化を⽬的としたコンソーシアムへ創設メンバーとして参画したことが、会社のブロ
ックチェーンの使⽤や実証実験実施の契機となった事例がある。国内物流会社による偽造
医薬品の混⼊を防ぐことを⽬的としたブロックチェーンを活⽤した医療トレーサビリティ
輸送網・プラットフォームも、国際的な偽造品の流通防⽌などを⽬的に、欧⽶や⽇本で医薬
品の適正な流通基準（GDP）の導⼊が広がっていることに対応したことが、契機となってい
る。別の⾷品流通サプライチェーンにおける実証実験も、政府系機関により主導して⾏われ
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た。 
 
6.2.6. 新規事業ニーズ 
 国内において、ブロックチェーンを活⽤したシステム開発が、企業による新規事業ニーズ
を満たしている事例が複数挙げられる。物流会社 2 社は、システムベンダーやスタートア
ップと組み、デジタル技術で事業を変⾰し収益機会を追求する「DX（デジタルトランスフ
ォーメーション）」を掲げて、サプライチェーンのデジタル化に取り組む。また、電機業界
におけるある会社によるある銀⾏グループとの実証実験においては、受発注情報や決済履
歴などのビッグデータ蓄積・利活⽤による、新たなビジネス機会創出にも繋がる可能性が期
待された。 
 

図 6-2：サプライチェーンにブロックチェーンの導⼊を促す要因 
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6.3. ブロックチェーン導⼊による効果 
 6.1 に挙げたようなブロックチェーンの技術特性により、サプライチェーンにブロックチ
ェーンを導⼊することで、様々な効果が実現されることが期待される。図 6-3 において、ブ
ロックチェーンのサプライチェーンへの導⼊による効果をまとめた。以下にそれぞれの項
⽬について触れる。 
 
6.3.1. 効率性向上 
ボトルネック排除によりサプライチェーンのスピードが向上する。⽶国のある⼩売⼤⼿

企業と⽶国のあるコンピュータ関連企業が⾏った実証実験において、情報追跡のスピード
を 26時間から数秒に短縮した。情報追跡は、ボトルネックの把握を可能にする。 
 
6.3.2. トレーサビリティ（信頼性向上・その他特定の効果⽬的） 

サプライチェーンの上流における製品の情報取得を可能にする「トレーサビリティ」によ
り、消費者や店舗からの信頼性を⾼める効果が挙げられる。例えば、前述のダイヤモンド業
界において、ダイヤモンドが⼈⼯のものではなく、⼈権問題を侵害していないことが証明で
きれば、消費者や店舗からの信頼性を⾼めることができる。同様の効果を、消費者や⼩売店
舗が関与するサプライチェーンを有する⾷品業界や、⼩売業界、ペイメント業界は期待する。
これは、製品を提供する会社側の視点では、消費者や⼩売店舗への情報開⽰の実現と、捉え
ることができる。また、トレーサビリティは、ダイヤモンド業界や⾷品業界のみならず、⾷
品同様に⼈体に影響を及ぼす製品を扱う医薬品業界や、ロジスティクス機能を提供する物
流業界や海運業界、⼈道⽀援を⾏う⾮政府組織においても効果を狙った事例が⾒られた。 

トレーサビリティには、情報開⽰による信頼性向上以外にも、特定の効果を狙うことも⽬
的にされる。⽶国のペイメント企業と⾷品サプライチェーンのトレーサビリティ強化を推
進する⽶企業によるシステムでは、リコール等の際に問題を特定することを効果として挙
げている。世界⾃然保護基⾦のオーストラリア拠点とコンサルティングファームのジョイ
ントベンチャーでは、⾷品トレーサビリティに加えて、低環境負荷証明サービスを提供する。
先述の⽶国の⼤⼿⼩売企業と⽶国のコンピュータ関連企業による実証実験では、⾷品偽装
の排除を狙った。同様に、医薬品業界でも、⽶国の Drug Supply Chain Security Act（DSCSA）
と国際標準である Global Traceability Standard for Healthcare（GTSH）が偽造薬品から消費
者保護することを⽬的として、制定されている。⾷品業界では更に、事故品流通拡⼤抑⽌、
品質・安全保証、廃棄物削減、鮮度・消費期限の正確な判断等が⽬的として挙げられる事例
が⾒られた。 
 
6.3.3. サプライチェーン参加者間での情報共有 

トレーサビリティ同様、幅広い業界でサプライチェーン参加者間での情報共有の実現が
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効果として挙げられている。前述のデンマークの海運⼤⼿企業と⽶国のコンピュータ関連
企業が共同開発した貿易プラットフォームにおいて、貿易サプライチェーンの参加者間で
の情報共有の推進が効果として挙げられている。同様に、同海運⼤⼿企業と⽶国のあるソフ
トメーカーが中⼼となり開発した海上保険プラットフォームにおいても、保険提案に関わ
るすべての関係者のデータを統合し、保険会社やブローカーにリアルタイムでデータを供
給することが実現されている。国内でも、農林⽔産省採択事業における⻘果物トレーサビリ
ティの実証実験や、ある総合商社グループとある電気通信事業者グループによる共同実証
実験、ある家具メーカーの物流⼦会社とあるスタートアップによる共同開発においても、サ
プライチェーン参加者の情報共有が効果として挙げられている。具体的には、サプライチェ
ーンの相乗り効果・全体最適、プラットフォームの横展開、情報・知⾒・資産の横断的活⽤、
迅速な意思決定、データ活⽤によるビジネス機会創出、といった形で効果発揮が狙われてい
る。 
 
6.3.4. 契約執⾏の⾃動化（ファイナンス・保険） 

スマートコントラクトを利⽤した契約執⾏の⾃動化は、ブロックチェーンのファイナン
スへの適⽤における代表的な効果である。ブロックチェーンをサプライチェーンにおいて
活⽤する中でも、サプライチェーン・ファイナンスにまで適⽤範囲を広げる事例が⾒られる。
例えば、製造業界において、スマートコントラクトの適⽤により、サプライヤーの契約管理
と決済効率向上が、期待されている。また、海運業界の代表的な事例において、保険契約条
件の合意と保険⾦⽀払いの時間短縮や、保険会社によるリアルタイムでのリスク量追跡を
効果として実現した。 
 
6.3.5.  Industry 4.0への応⽤ 
ブロックチェーンが、計算負荷分散・デバイスのソフトウェアアップデートの省⼈化・デ

ータの信頼性や秘匿性の担保・オープンソースコード化・オペレーションの効率化/低コス
ト化等の観点で、Industry 4.0 に役⽴つ可能性があると指摘されている。海運業界における
ブロックチェーン活⽤に関する検討において、ブロックチェーンが信頼できる情報共有サ
ービス（データソースが識別可能で、時間の経過とともに不変、セキュリティーに強い）の
提供を通じて IoTを充実させるという指摘もある。 
 
6.3.6. 貿易への適⽤ 

海運業界においても、「書⾯による帳票が多く、電⼦的に安全に共有する⽅法は乏しい」、
「サプライチェーンの参加者間の情報共有は⼗分にできていない（EDIによる⺠⺠・官⺠業
務の情報⽅共有はあるが、開発難度が⾼く、機密性の⾼い情報の安全的な共有ができず、普
及できない。）」、「リスク分散のための情報が不⾜、信頼性に⽋けるため、通関を許可するま
で時間がかかり、産地偽装など不正が⽣じやすい」といったサプライチェーンの⾮効率性が
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問題として挙げられる。これに対し、ブロックチェーンの導⼊は、税関当局がサプライチェ
ーンの上流から事前に情報を⼊⼿し取引追跡することにより、監視（危険な貨物の流⼊阻⽌
と関税の徴収）と貿易円滑化（取引の迅速化・簡素化による貿易促進）のバランスをとるた
めの新しい⽅法を提供する。また、企業の信⽤格付けにより、税関審査プロセスも簡素化さ
れる。更に、先述のある海運⼤⼿企業と⽶国のあるコンピュータ関連起業が共同開発した貿
易プラットフォームにおいては、保険ブローカーが、顧客へのサービス提供をより重視し管
理業務を減らせることが、効果として実現される。 
 
6.3.7. 物流への適⽤ 

物流業界においても、輸送・物流企業のコンソーシアムである The Blockchain in Transport 
Alliance（BiTA）において、トラックの運⾏履歴可視化・⾞両保守・品質保証・動的最適化・
稼働管理・決済・プライシング・詐欺検知・盗難検知等にブロックチェーンを使⽤している。
この他、紙伝票の撤廃やデータ⼊⼒の削減や、他社の荷物の共同輸送による積載率の向上が
狙いとして⾒られる。 
 
6.3.8. 新規事業の実現 

先述のある海運⼤⼿企業と⽶国のあるコンピュータ関連起業が共同開発した貿易プラッ
トフォームの事例では、取引業者・船社・陸運・港湾・ターミナル・税関・その他⾏政当局
等のサプライチェーン全関係者を認可・⼀元化し、組織間プロセスのデジタル化・⾃動化に
よりコラボレーションの促進を効果として挙げた。また、オープンかつ標準の APIにより相
互運⽤性を担保することでイノベーションに拍⾞をかけることも、効果として期待された。
国内でも、ある物流会社がプラットフォーマとして事業転換することで収益機会の追求を
⽬指す事例が挙げられる。 
 
6.3.9. レジリエンス強化 

先述のサプライチェーンへのブロックチェーンの適⽤に関する 178 本の論⽂をレビュー
し纏めた論⽂ 6-37において、次のように指摘されている。⾃然災害、ストライキ、感染症の
発⽣、運⽤リスクなどのイベントによる混乱やサプライチェーンの脆弱性は⼀般的であり、
サプライチェーンネットワークへの深刻な影響やその結果を管理することは常に課題とな
っている。IoTやクラウドソーシングベースのソーシャルメディアプラットフォームととも
にブロックチェーンを活⽤することで、俊敏性とサプライチェーンのレジリエンスを向上
させることができる。例えば、ブロックチェーンを IoTや RFIDと効果的に統合して展開す
ることで、情報管理システムやサプライチェーンのセキュリティー、動的なデータ保存のた
めのコンセンサスメカニズム、透明性、データ保護、信頼性を強化することができる。新型
コロナウイルス感染症パンデミックの後、組織は、ブロックチェーン、IoT、クラウドコン
ピューティングのような技術でサポートされたデジタルプラットフォームにより焦点を置
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いたサプライチェーンのリスク管理とレジリエンス戦略を再考し、再設計する必要がある。
また、ブロックチェーンベースのシステム制御下でのロボティクスの使⽤は、ウイルスの発
⽣に関連した混乱を減らすためにも重要である。 
 
6.3.10. その他 
セキュリティーの担保の技術要件を満たすこと、医薬品の流通基準や⾷品規制などの基

準・規制への適合が効果として挙げられる。 
 

図 6-3：技術特性により実現される効果 
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6.4. ブロックチェーン導⼊の障壁 
ブロックチェーンの導⼊によりサプライチェーンはその技術特性による効果の恩恵を受

けることができる。⼀⽅で、ブロックチェーンのサプライチェーンへの導⼊に限らず、組織
が新たに技術を取り⼊れる際には障壁が⽣じるものであり、ブロックチェーンの技術導⼊
においてもこれは例外ではない。図 6-4 に、ブロックチェーンのサプライチェーンへの導⼊
に際して⽣じる課題についてまとめた。ここでは、それぞれの課題に触れる。 
 
6.4.1. 導⼊に伴い⽣じる課題 
ブロックチェーンの導⼊にともない、様々な課題が⽣じるが、ここではブロックチェーン

の特性も踏まえつつ、既存の⼈・組織・意思決定・システム等との相性や、経済合理性・コ
スト・インセンティブの観点での課題を取り上げる。 
 
• 組織・国を跨ぐことによる問題： 

 複数の主体がサプライチェーンに参加する場合、参加者のコミットを促す仕組みの
形成や組織をまたぐプロジェクト管理が困難、といった課題が⽣じる。また、国を跨ぐ
場合、地政学的・外交的な要素を含む参加国間の良好な関係が前提となる。 
 ⼈・組織における課題：ビジネスリーダーのブロックチェーンに対する理解不⾜や、
サプライチェーン参加者と利害関係者のブロックチェーン導⼊の利点に対する理解不
⾜が、ブロックチェーン導⼊の⾜かせとなる。更に、ブロックチェーン導⼊に際し、既
存⼈員のトレーニングまたは専⾨⼈材の確保が必要となる。 

 
• 意思決定を困難にする課題： 

 定式化された業界慣習が⽋けていることが資⾦・時間等投下の意思決定を拒むほか、
アウトソースまたは内製の判断が困難（前者：データ・プライバシー、後者：⻑期的投
資）であることも指摘される。 

 
• 既存システムとの相性： 

 IoT（RFIDやスキャナ）の導⼊の前提がデジタル化されていることである⼀⽅、倉庫
等において紙ベースで管理されていることも導⼊の障害となる。また、既存システム
（ERP等）がブロックチェーンに対応していないことも導⼊を難しくする。更に、ブロ
ックチェーンに⼊⼒されるデータの正確性・信頼性の担保（RFID・IoT機器・パートナ
ーシステム内データ等）が、障壁として挙げられる。また、インタビューにおいて、導
⼊検討時に期待していた効果をブロックチェーンが発揮せず、ブロックチェーンの採
⽤を断念したことも挙げられた。 

 
• 経済合理性・コストの問題：  
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 組織全体での技術の変更と採⽤にはコストと時間がかかることが挙げられる。ブロ
ックチェーンは投資対効果においては、RFID の導⼊に⽐較してサプライチェーン参加
者に共有されコスト効果を産むものであり、ユースケースを実証するコストも設備へ
の投資が含まれる RFID のような技術に⽐較し低いものの、ソフトウェアや IT 専⾨家
に対してかかる新たなコストや、全てのデータを保存するためのコストが発⽣するも
のであると指摘されている。 

 
• 導⼊インセンティブの問題： 

 また、同⼀の書籍では、⼩売業者、荷主、鉄道、トラック運送会社、流通業者、製造
業者などサプライチェーンの参加者間にも競争があり、それぞれ競争上の優位性を探
し維持したいと考えているため、他のサプライチェーン参加者に対して情報開⽰を促
すようなブロックチェーンの導⼊における潜在的障害となると指摘されている。 

   
6.4.2. ブロックチェーンの技術課題 
ブロックチェーン⾃体が発展途上にある技術であり、ブロックチェーン導⼊にあたりこ

れが課題となる。代表的な技術課題に、スケーラビリティ（どれだけ多くの取引記録を同時
に処理できるかの限界値）や、インターオペラビリティ（他のシステムおよびブロックチェ
ーン間の相互運⽤性）の向上、ユーザビリティの向上、セキュリティーの担保、プライバシ
ーの担保、技術の標準化の必要性等が挙げられる。 
 
6.4.3. 法規制の整備における課題 
ノードが世界中に分散するため法令と裁判所の適応が複雑であること、契約作成と認識

に関する法律の枠組みが技術発展に適応する必要があること、ブロックチェーンが分散台
帳であり所有者が不在であること、オープンネットワークでの個⼈情報の取り扱いへの対
応が必要であること等が、課題として挙げられる。 
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図 6-4：サプライチェーンへのブロックチェーン導⼊の障壁 

  
 
6.5. 業界別の導⼊状況 
 業界に応じたブロックチェーンの導⼊の誘引と効果、⾜元での各業界におけるブロック
チェーンの導⼊状況は異なる。ここでは、業界毎のサプライチェーン特製と、導⼊効果およ
び導⼊状況を概観する。（図 6-5、図 6-6）対象とする業界として、⾃動⾞業界、電機業界、
医薬品業界、⾷品業界の製造業に加えて、物流・海運業界を選定した。なお、個別の事例に
ついては、図 7-7 を参照されたい。 
 
6.5.1. 業種毎のサプライチェーン特性 

⾃動⾞業界と電機業界は部品数、製造⼯程が多く、サプライチェーンも広く深い。国内⾃
動⾞ OEM を頂点とするサプライチェーンの階層は 10 層にも及び、韓国電機メーカーの物
流部⾨は、合計で出荷台数 100万台、航空貨物 48万 8000トンを引受けるなど、サプライ
チェーンの規模と広さが窺える。⼀⽅で、医薬品業界は、部品、製造⼯程が少ない。また、
⾷品業界においては、標準化しやすい作業では機械化が進むものの、機械化できない作業も
多い。図 6-5 に⻑さ、国際化度、製品、⼯場、物流、新型コロナウイルス前後での状況の観
点で、業界ごとに整理を⽰した。 
 
6.5.2. 業種毎の導⼊効果と導⼊状況 

業界に応じて、導⼊の要因や効果、導⼊状況が異なる。図 6-5 に、それぞれの業界におけ
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るブロックチェーンの導⼊の要因、効果、障壁と主なコンソーシアムおよび参加企業数につ
いてまとめた。ここでは、それぞれの業界の状況について触れる。 
 
• ⾃動⾞業界： 

 欧州の環境規制や環境意識への⾼まりを背景として、⾃動⾞ OEM各社がブロックチ
ェーンのトレーサビリティを提供するスタートアップと組み、使⽤されるコバルト等
レアメタルのトレーサビリティを実現している。 
 また、2017 年後半から 2018 年初に実施された組織横断的な業界検討会議において
規模の不⾜や共通基準の⽋如が障害と認識されたことを受け、コンソーシアムである
MOBI（Mobility Open Blockchain Initiative）が設⽴され、部品管理や企業間でのデータ活
⽤等を⽬指して実証が進められている。MOBI にはスタートアップ企業を含む 96 社が
参加し、地域は世界をカバーしている。 

 
• 電機業界： 

 2018 年の韓国の⼤⼿電機メーカーによる国際的なサプライチェーンネットワークを
管理することを⽬指した取り組みや、中国の電機メーカーによるサプライチェーン ・
ファイナンスにおける活⽤の実証が報じられるものの、商⽤運⽤については公表され
ておらず導⼊の障壁は不明である。また、⽶国の電機メーカーが、サプライチェーン全
体の透明性・効率性の向上のほか、コンゴ⺠主共和国からのコバルト調達において⼈権
問題に対する透明性担保を⽬的としてブロックチェーン活⽤に取り組む。⽶国証券取
引委員会へ提出された Conflict Mineral Reportにおいて公表されたものであり、導⼊障
壁は不明である。 
 コンソーシアムとしては、8 社が参加する IBM Trust Your Supplierが、地理的限定は
せず、欧州・北⽶・アジアを網羅している。また、Trusted IoT Allianceにはスタートア
ップ・エンタープライズを含む 47 が参加し、地域は世界をカバーしている。 

 
• 医薬品業界： 

 医薬品業界では、偽造薬品から消費者保護をする観点でのトレーサビリティを⽬的
とした導⼊が進む。また、新型コロナウイルス感染症を受けて、各社が導⼊する事例が
⾒られた。 
 医薬品業界におけるコンソーシアムとしては、IBM Health Utility Networkがあり、ヘ
ルスケア業界向けネットワークとして 5 社が参加する。また、24 社が参加する
MediLedger Project は全社とも本社は⽶国だが、取り組みは世界向けである。SAP 
Advance Track and Trace には 13 社が参加し、9 社は医薬品市販承認取得ライセンス
（MAH）を所有するトップ 20に⼊るグローバル企業、3 社は⽶国における⼤⼿卸売業
者である。 
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• ⾷品業界： 

 ⾷品業界では、海外⾷品製造企業、⼩売企業、⽀払い決済サービス企業等、幅広い業
種が導⼊に取り組む。導⼊の効果として、⾷品の安全確保やフードロス削減、消費者へ
の情報開⽰に加え、低環境負荷証明、事故品流通拡⼤の抑⽌効果や、情報改ざん防⽌効
果を狙う。製造物の特性上、現物を追跡するためのタグ付けに⼀定の難易度は存在する
ことがインタビューで確認された。 

 
• 物流・海運業界： 

 ロジスティクス機能を製造業各業界に対して提供する業界という観点で、前述の各
業界と異なる。導⼊効果として、紙ベースの処理のデジタル化から始まり、IoTなど他
技術と相乗効果、情報共有の推進やエコシステムの接続、コラボレーションと信頼の促
進（組織間プロセスのデジタル化・⾃動化）、イノベーションの拍⾞（オープンかつ標
準の APIにより相互運⽤性促進）、企業の信⽤格付けや「申告フリー越境貿易」等の実
現等が挙げられる。導⼊の障壁は、複数の主体がサプライチェーンに参加することから、
参加者のコミット形成や組織をまたぐプロジェクト管理が困難であること等が挙げら
れる。 
 ⾷品業界におけるコンソーシアムとしては、IBM TradeLensは 2 社のみで実施され、
Global Shipping Business Networkには 9社が参加し、欧州・アジアを網羅している。 
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図 6-5：業界ごとのサプライチェーンの特性 

  



 77 

図 6-6：業界ごとのブロックチェーンの導⼊状況
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図 6-7：サプライチェーンへのブロックチェーンの導⼊事例⼀覧 
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6.6. ブロックチェーンの活⽤についてのまとめ 
 本章では、サプライチェーンへのブロックチェーンの活⽤における導⼊状況として、導⼊
の要因や効果、障壁について概観しつつ、⾃動⾞・電機・医薬品・⾷品・物流/海運業界を
取り上げてそのサプライチェーン特性と導⼊状況の把握を⾏なった。研究・技術の進展や業
界団体、企業の新規事業ニーズ等から⼀定程度導⼊は進むものの、導⼊には課題があること
も⽰された。 
 
7. まとめ 
 サプライチェーンの強靭化が求められる中、リスクイベントを受けた企業による多様化、
企業による⽴地選択における判断や政策⽀援、サプライチェーンの把握可視化に向けた取
り組みについて調査を⾏った。企業のサプライチェーン強靭化に向けた今後の政策⽴案と、
企業による取組に本調査が活⽤されることが期待される。 
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Appendix 2. ⽤語集 
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Appendix 3. ヒアリング⼀覧 

 
 

ヒアリング１：企業間情報交換サービス 

 
 
  



 91 

ヒアリング２：外資系情報システム企業 

 
 

ヒアリング３：⾷品トレーサビリティーサービス事業者 

 



 92 

ヒアリング４：貿易業務⽤途情報交換サービス企業 

 
 

ヒアリング５：⾃動⾞産業⽤ブロックチェーン規格団体 
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